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一
五
四
　
（
一
五
四
）

翻
　
訳

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
一
三
）

フ
ラ
ソ
ス
労
働
総
同
盟
『
ポ
ケ
ッ
ト
法
律
便
覧
』

か
ら

　
　
　
Ｉ

　
　
　
Ｉ
　
杜
会
保
障
　
　
医
療
・
出
産
・
葬
儀
・
廃
疾

　
　
　
Ｖ

　
　
７
３
　
社
会
保
障
の
拠
出
負
担
金

　
労
働
者
の
杜
会
保
障
へ
の
拠
出
負
担
金
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
り

た
っ
て
い
る
。
一
九
七
四
年
一
月
一
目
か
ら
は
六
五
歳
未
満
に
つ
い
て
、

月
賃
金
二
、
三
二
〇
フ
ラ
ソ
を
上
限
と
し
て
そ
の
五
・
五
％
（
六
五
歳

以
上
に
っ
い
て
は
、
そ
の
一
・
五
％
）
、
こ
れ
に
賃
金
総
額
の
一
％
が
追
加

さ
れ
る
（
次
頁
の
表
を
参
照
）
。

　
個
人
に
雇
用
さ
れ
る
六
五
歳
未
満
の
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
拠

出
負
担
金
は
、
就
労
一
時
間
あ
た
り
労
働
者
側
○
・
三
五
フ
ラ
ソ
、
雇

用
者
側
一
・
七
五
フ
ラ
ソ
と
、
お
し
な
べ
て
均
等
化
さ
れ
て
い
る
。

戸
木

田
　
嘉

久
　
訳

　
現
物
給
与
に
か
ん
し
て
　
　
拠
出
負
担
金
の
基
礎
と
た
る
賃
金
に
は
、

も
し
現
物
給
与
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
相
当
す
る
評
価
額
を
含
む

も
の
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
食
事
は
一
食
に
つ
き
四
・
二
五
フ
ラ
ソ
、

一
目
に
つ
き
八
・
五
〇
フ
ラ
ソ
、
住
居
は
一
週
間
十
八
フ
ラ
ソ
、
一
カ

月
七
ニ
フ
ラ
ソ
。

　
職
業
上
の
費
用
に
か
ん
し
て
　
　
労
働
者
が
税
法
に
よ
っ
て
職
業
上

の
費
用
（
た
と
え
ぱ
交
通
手
当
な
ど
）
を
追
加
控
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
雇
用
者
は
、
こ
の
控
除
を
引
き
さ
っ
た
賃
金
に
っ
い
て
杜
会
保
障

の
拠
出
負
担
金
を
計
算
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
年
間
調
整
　
　
年
問
調
整
と
は
、
暦
年
の
一
カ
年
に
控
除
さ
れ
た
拠

出
負
担
金
が
、
年
額
二
七
、
八
四
〇
フ
ラ
ソ
を
上
限
と
す
る
稼
得
賃
金
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１
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１
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１
■
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↓
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１
１
一
１
↓

に
た
い
し
て
、
年
齢
に
１

よ
っ
て
六
・
五
劣
ま
た

は
二
・
五
％
に
正
確
に

相
当
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
、
確
認
す
る
こ
と

で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
二

七
、
八
四
〇
フ
ラ
ソ
で
は
、

年
一
、
八
〇
九
・
六
〇
フ

ラ
ソ
が
六
・
五
％
の
払
込

金
で
あ
る
）
。
年
問
調
整

の
結
果
と
し
て
、
拠
出

負
担
金
は
過
不
足
が
調

整
さ
れ
る
。

　
　
７
４
任
意
保
険

　
フ
ラ
ソ
ス
に
居
住
し
、
杜
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
全
て
の
人
は
、

本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
、
杜
会
保
障
の
一
般
的
制
度
で
あ
る
く
医
療
・

出
産
Ｖ
の
任
意
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
任
意
保
険
は
、
す
べ
て
の
杜
会
保
険
加
入
者
へ
の
給
付
と
同
様
に
・

医
療
処
置
費
に
つ
い
て
給
付
を
お
こ
な
う
。

　
　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
労
働
老
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）

　
申
請
と
そ
の
期
間
　
　
任
意
保
険
へ
の
加
入
申
請
は
、
本
人
の
居
住

地
に
あ
る
杜
会
保
障
第
一
金
庫
に
た
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
申
請
は
・

本
人
が
強
制
保
険
の
加
入
者
と
し
て
の
、
も
し
く
は
そ
の
権
利
保
有
者

と
し
て
の
資
格
で
、
医
療
．
出
産
保
険
か
ら
受
益
す
る
こ
と
を
中
断
し

た
目
か
ら
数
え
て
、
一
年
の
期
問
内
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
期
問
が
経
過
し
た
と
き
、
も
し
く
は
本
人
が
全
く
保
険
掛
金
を

積
立
て
て
い
な
い
と
き
に
は
、
申
請
は
、
保
険
に
加
入
可
能
で
あ
っ
た
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９
４
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フ
満
４
０
２
０
２
０
未

９
１

バ
』
“
才

７
３
〇
一
Ｕ
２
２
ユ
ー
２

種
類

１
２
ｏ
ｏ

４

（
戸
木
田
）

　
期
目
以
後
の
経
過
期
間
に
た
い
し
て

　
　
（
最
高
五
年
問
）
、
　
一
九
六
九
年
七
月

　
　
一
日
以
降
拠
出
す
べ
き
負
担
金
を
、

　
申
請
人
が
支
払
う
こ
と
を
条
件
に
し

　
て
受
理
さ
れ
る
。

　
　
拠
出
負
担
金
の
額
　
　
保
険
の
拠

　
出
負
担
金
は
、
任
意
保
険
加
入
者
の

　
負
担
に
よ
る
。
し
か
し
、
報
酬
を
稼

　
得
す
る
杜
会
的
活
動
に
従
事
し
え
ぬ

　
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
公
的
扶

　
助
に
よ
っ
て
保
険
の
批
出
負
担
金
が

　
負
担
さ
れ
る
。

一
五
五
　
（
一
五
五
）
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命
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任
意
保
険
の
拠
出
負
担
金
は
、
各
四
半
期
の
は
じ
め
二
週
間
以
内
に

前
払
い
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
拠
出
負
担
金
は
、
病
気
ま
た
は
出
産
の

期
間
中
も
払
込
ま
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。

　
　
７
５
　
療
養
目
割
り
手
当

　
病
気
を
理
由
に
仕
事
を
休
ま
ざ
る
を
え
た
く
た
っ
た
杜
会
保
険
全
加

入
老
に
は
、
主
治
医
に
よ
る
署
名
っ
き
の
就
労
停
止
勧
告
書
を
、
仕
事

の
休
止
後
二
目
以
内
に
杜
会
保
障
第
一
金
庫
に
提
示
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
・
杜
会
保
障
に
よ
る
療
養
目
割
り
手
当
を
受
給
す
る
権
利
が
生

ま
れ
る
。

　
必
要
な
就
労
時
間
　
　
仕
事
を
休
止
し
た
最
初
の
六
カ
月
間
に
つ
い

て
は
・
保
険
加
入
者
は
、
仕
事
の
休
止
に
さ
き
だ
っ
暦
年
の
一
．
四
半

期
も
し
く
は
三
ヵ
月
問
に
、
す
く
な
く
と
も
二
〇
〇
時
間
職
に
っ
い
て

い
た
か
・
現
職
労
働
老
と
見
な
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
。

　
六
ヵ
月
以
上
に
わ
た
る
仕
事
の
休
止
に
さ
い
し
て
は
、
す
く
汰
く
と

も
十
ニ
カ
月
以
前
に
杜
会
保
険
に
登
録
さ
れ
、
仕
事
の
休
止
に
さ
き
だ

っ
暦
年
四
・
四
半
期
に
す
く
な
く
と
も
八
○
○
時
問
（
そ
の
第
一
．
四
半

期
に
二
〇
〇
時
間
）
は
職
に
っ
い
て
い
た
か
、
現
職
労
働
者
と
見
た
さ
れ

る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（
さ
、
た
け
れ
ぱ
、
仕
事
の
休
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
（
一
五
六
）

に
さ
き
だ
っ
十
二
ヵ
月
間
に
八
○
○
時
間
、
そ
の
最
初
の
三
ヵ
月
間
に
二
〇
〇

時
問
職
に
つ
い
て
い
た
か
、
現
職
労
働
者
と
見
な
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
）
。

　
療
養
目
割
り
手
当
の
金
額
　
　
目
割
り
手
当
は
、
拠
出
負
担
金
が
課

せ
ら
れ
た
就
労
休
止
前
に
給
与
さ
れ
た
賃
金
を
基
礎
に
計
算
さ
れ
る
。

そ
の
金
額
は
、
一
カ
月
毎
に
、
も
し
く
は
十
五
目
毎
に
二
回
に
わ
た
り

支
払
わ
れ
た
賃
金
、
ま
た
は
十
四
目
毎
に
二
回
、
も
し
く
は
四
週
問
に

支
払
わ
れ
た
賃
金
を
、
六
〇
で
除
し
て
算
出
さ
れ
る
（
上
限
三
八
．
六
六

フ
ラ
ソ
）
。

　
も
し
保
険
加
入
者
が
、
扶
養
す
べ
き
三
人
の
子
供
を
有
す
る
場
合
に

は
、
療
養
目
割
り
手
当
は
三
一
目
目
か
ら
三
分
の
一
追
加
さ
れ
る
（
上

限
五
一
・
五
五
フ
ラ
ソ
）
。

　
入
院
に
さ
い
し
て
は
、
保
険
加
入
者
が
扶
養
す
べ
き
二
人
た
い
し
そ

れ
以
上
の
子
供
を
有
す
る
場
合
、
同
じ
く
右
の
よ
う
に
加
算
さ
れ
る
。

療
養
日
割
り
手
当
は
、
以
下
の
場
合
に
は
削
減
さ
れ
る
（
自
宅
療
養
の
場

合
は
除
く
）
。

　
－
保
険
加
入
者
が
扶
養
す
べ
き
一
人
の
子
供
を
有
す
る
場
合
、
も
し
く
は
一

　
　
人
な
い
し
二
人
以
上
の
扶
養
す
べ
き
親
類
縁
者
を
有
す
る
場
合
は
、
五
分
の

　
　
一
が
削
滅
さ
れ
る
。

　
１
保
険
加
入
者
が
結
婚
し
て
虹
り
、
扶
養
す
べ
き
子
供
も
親
類
も
た
い
場
合



　
は
、
五
分
の
二
が
削
滅
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
す
る
入
院
の
三
十
一
日
目
か
ら
、
も
し
く
は
就
労
休
止
後
の
四
ヶ
月

　
　
そ
の
他
の
場
合
に
。
は
、
五
分
の
三
が
削
減
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
の
月
の
第
一
日
か
ら
、
閉
認
め
ら
れ
た
長
期
間
の
病
気
ま
た
は
公
式

　
　
７
６
　
社
会
保
険
か
ら
の
払
い
戻
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
病
気
に
た
い
し
て
、
岬
入
歯
に
っ
い
て
は
別

　
保
険
加
入
者
は
、
場
合
に
お
う
じ
て
薬
価
代
お
よ
び
医
療
処
置
費
の
　
　
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
Ｋ
五
〇
と
査
定
さ
れ
る
特
定
の
医
療
行
為
も
し

七
〇
％
か
ら
九
〇
％
の
率
で
払
い
戻
し
を
う
け
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
　
く
は
一
連
の
医
療
行
為
に
た
い
し
て
、
↑
ｏ
人
工
補
育
器
で
育
て
ら
れ
た

払
い
戻
し
請
求
を
す
る
医
療
処
置
に
さ
き
だ
っ
暦
年
の
四
半
期
に
す
く
　
　
早
生
児
に
か
か
っ
た
医
療
処
置
費
に
た
い
し
て
、
旬
血
液
と
人
工
乳
、

な
く
と
も
二
〇
〇
時
問
、
ま
た
は
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
一
ヵ
月
の
問
に
す
　
　
血
漿
、
人
工
補
乳
器
、
整
形
外
科
の
全
必
要
品
の
調
達
に
た
い
し
て
、

く
た
く
と
も
二
一
〇
時
間
は
、
賃
金
の
支
払
い
を
う
け
た
仕
事
に
っ
く
　
　
杜
会
保
障
の
責
任
で
料
金
の
一
〇
〇
％
の
払
い
戻
し
を
う
け
る
。

か
、
そ
れ
と
同
様
に
見
な
さ
れ
る
状
態
（
病
気
、
失
業
）
に
あ
っ
た
も
の
　
　
　
以
下
に
示
す
資
格
を
も
っ
老
の
医
療
処
置
費
の
全
額
に
っ
い
て
も
、

で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
く
は
、
医
療
処
置
の
な
さ
れ
た
初
目
に
　
　
ま
た
一
〇
〇
％
払
い
戻
し
さ
れ
る
。
廃
疾
年
金
の
受
給
資
格
者
、
六
〇

さ
き
だ
っ
三
ヵ
月
問
、
ま
た
は
一
ヵ
月
間
に
っ
い
て
、
前
記
の
各
期
問
　
　
歳
で
廃
疾
年
金
に
か
わ
る
老
齢
年
金
の
受
給
資
格
者
、
最
低
重
度
六
六

の
就
労
を
証
明
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
三
劣
の
労
働
災
害
終
身
年
金
受
給
資
格
者
。
全
額
払
い
戻
し
は
、

　
年
金
、
終
身
年
金
、
老
齢
年
金
（
特
別
手
当
を
除
く
）
の
受
給
資
格
者
　
　
分
娩
に
か
か
わ
る
費
用
に
た
い
す
る
母
性
保
険
の
受
益
者
、
無
料
医
療

は
、
医
療
処
置
費
の
払
い
戻
し
を
う
げ
る
全
権
利
を
享
受
す
る
。
　
　
　
　
処
置
切
符
を
も
っ
て
い
る
杜
会
保
険
加
入
者
に
っ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
杜
会
保
険
の
加
入
者
、
ま
た
は
年
金
受
給
者
の
権
利
を
共
有
す
る
者
　
　
　
　
７
７
　
入
院
費
の
払
い
戻
し

（
扶
養
す
べ
き
子
供
、
杜
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
配
偶
老
な
ど
）
も
、
同
　
　
　
杜
会
保
険
加
入
者
と
そ
の
権
利
共
有
者
は
、
杜
会
保
障
に
よ
っ
て
公

様
に
医
療
処
置
費
の
払
い
戻
し
を
う
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
さ
れ
た
諸
施
設
に
入
院
し
た
ぱ
あ
い
に
限
り
、
費
用
の
払
い
戻
し
を

　
一
〇
〇
％
の
払
戻
し
　
　
杜
会
保
険
加
入
者
と
彼
の
権
利
共
有
者
は
、
　
う
げ
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。

以
下
の
よ
う
に
自
已
負
担
の
適
用
を
免
除
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
○
ｏ
継
　
　
　
県
お
よ
び
市
の
公
立
病
院
は
、
そ
の
職
務
か
ら
し
て
公
認
さ
れ
て
い

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
（
一
五
七
）
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る
。
私
立
の
諸
施
設
は
、
杜
会
保
障
の
公
認
を
え
て
い
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

っ
ぎ
の
こ
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
た
い
。

１
１
契
約
施
設
、
そ
れ
は
”
公
認
”
と
い
う
よ
り
は
、
杜
会
保
障
と
一
種
の
契

　
約
を
結
び
、
公
共
の
料
金
を
尊
重
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
も
の
で
あ

　
る
。

　
　
単
た
る
認
可
施
設
。
こ
れ
は
公
共
の
料
金
を
守
ら
た
く
て
も
よ
い
も
の
で

　
あ
る
。

　
支
払
申
請
　
　
緊
急
の
場
合
は
別
と
し
て
、
い
っ
さ
い
の
入
院
に
さ

き
だ
っ
て
、
杜
会
保
障
金
庫
（
あ
る
い
は
公
共
料
金
の
窓
口
）
か
ら
費
用

申
請
書
を
と
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
費
用
申
請
書
を
と
る
に
は
、
次
の
も

の
を
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
入
院
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
医
師

の
証
明
書
と
、
保
険
加
入
老
あ
る
い
は
権
利
共
有
者
の
資
格
を
証
明
す

る
書
類
（
登
録
カ
ー
ド
、
家
族
手
帳
、
給
料
表
な
ど
）
。

　
医
療
処
置
費
の
払
い
戻
し
　
　
杜
会
保
障
は
、
公
立
病
院
ま
た
は
契

約
し
た
私
立
施
設
で
は
、
公
共
の
料
金
を
基
礎
と
し
た
正
当
な
支
給
額

を
、
直
接
に
払
い
戻
し
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
保
険
加
入
者
は
、
費
用
の
前
払
い
を
す
る
必
要
は
な
い

が
、
入
院
後
最
初
の
三
〇
目
に
っ
い
て
二
〇
劣
の
分
担
金
を
支
払
わ
ね

ぱ
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
（
「
杜
会
保
険
か
ら
の
払
い
戻
し
」
の
項
、
参
照
）
。

割
賦
払
が
時
と
し
て
入
院
の
第
一
目
目
か
ら
求
め
ら
れ
る
が
、
病
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
（
一
五
八
）

支
払
い
の
手
段
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
杜
会
的
扶
助
に
よ
る
医

療
扶
助
の
支
給
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
し
施
設
が
”
単
な
る
認
可
〃
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
保
険
加
入

者
（
も
し
く
は
権
利
共
有
者
）
は
、
す
べ
て
の
料
金
額
を
前
払
い
し
な
げ

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
料
金
の
八
○
％
で
は
な
く
、
杜
会
保
障
の
料
金

の
八
○
劣
で
払
い
戻
し
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
。

　
自
宅
療
養
　
　
病
状
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
処
置
を
自
宅
で

う
げ
る
療
養
患
者
は
、
病
院
に
滞
在
し
た
期
問
を
ふ
く
め
て
、
三
十
一

日
目
か
ら
費
用
に
か
ん
し
て
分
担
金
は
す
べ
て
免
除
さ
れ
る
。

　
　
７
８
　
温
泉
療
法

　
申
請
　
　
出
費
申
請
は
、
杜
会
保
障
第
一
金
庫
に
な
さ
れ
ね
ば
た
ら

な
い
。

１
一
年
中
開
設
さ
れ
て
い
な
い
療
養
地
に
つ
い
て
は
四
月
一
日
以
前
に
。

１
１
常
設
の
療
養
地
に
つ
い
て
は
出
発
の
三
カ
月
前
に
。

　
必
要
な
条
件

ｏ
ｏ
　
療
養
の
必
要
性
が
医
療
カ
ウ
ソ
セ
ラ
ー
か
専
門
家
に
よ
っ
て
医
学

的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

の
　
当
該
杜
会
保
険
加
入
者
は
、
医
師
の
処
方
診
断
に
さ
き
だ
つ
四
半

期
ま
た
は
三
カ
月
間
に
二
〇
〇
時
間
、
あ
る
い
は
こ
の
処
方
嚢
の
発
行



に
さ
き
だ
っ
暦
年
の
一
ヵ
月
ま
た
は
一
ヵ
月
相
当
期
問
に
二
一
〇
時
問

就
労
し
、
か
つ
杜
会
保
険
加
入
老
と
し
て
の
資
格
を
も
っ
て
い
ね
ぽ
な

ら
な
い
。

　
法
定
支
給
　
　
法
に
定
め
ら
れ
た
支
給
額
は
、
以
下
の
名
称
で
払
い

戻
さ
れ
る
。

○
ｏ
　
医
師
へ
の
礼
金

　
　
協
定
料
金
二
二
〇
フ
ラ
ソ
を
一
〇
〇
％
と
し
て
、
七
五
％
の
払
い
戻
し
、

　
九
七
・
五
〇
フ
ラ
ソ
（
二
五
％
は
自
己
負
担
）
。

　
　
協
定
料
金
が
な
い
場
合
、
責
任
料
金
四
五
フ
ラ
ソ
を
一
〇
〇
％
と
し
て
、

　
七
五
％
の
払
い
戻
し
、
三
三
・
七
五
フ
ラ
ソ
。

似
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
温
泉
治
療
料
金
、
こ
れ
は
七
〇
劣
払

い
戻
さ
れ
る
。

ゆ
　
法
律
で
定
め
ら
れ
た
療
養
目
割
り
手
当
。
保
険
加
入
老
が
出
費
申

請
を
認
め
ら
れ
、
月
の
所
得
が
左
表
に
よ
る
上
隈
以
下
で
あ
る
場
合
。

家
族

構
成

所
得
の
上
限

単
　
　
身
　
　
老

子
供
の
な
い
夫
婦

扶
養
す
べ
き
子
供
一
人
に
つ
き

月
二
、

月
三
、

月
一
、

一
二
一
一
（
）
フ
一
フ
ソ

四
八
○
フ
ラ
ソ

一
↓
ハ
（
）
フ
一
フ
ソ

）１（ 付
加
給
付
　
　
ご
れ
は
以
下
の
名
称
で
あ
た
え
ら
れ
る
。

　
滞
在
費
は
二
六
〇
フ
ラ
ン
と
定
め
ら
れ
、
そ
の
七
〇
劣
に
あ
た
る

　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）

　
　
　
一
八
ニ
フ
ラ
ソ
。

　
　
　
の
　
旅
費
は
二
等
に
よ
る
往
復
、
国
鉄
の
切
符
代
に
相
当
す
る
も
の
。

　
　
　
　
付
加
給
付
と
日
割
り
手
当
は
、
所
得
が
上
表
に
示
す
条
件
を
超
え
な

　
　
　
い
場
合
に
の
み
支
払
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
７
９
　
仕
事
へ
の
復
帰

　
　
　
　
保
険
加
入
者
が
健
康
を
回
復
す
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
状
態
が
ま
だ

　
　
　
治
療
を
要
す
る
が
確
実
に
良
い
方
に
む
か
っ
て
い
る
な
ら
ぱ
、
主
治
医

　
　
　
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
仕
事
へ
の
復
帰
が
、
通
常
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ

　
　
　
れ
に
反
し
て
主
治
医
の
同
意
な
し
に
、
仕
事
へ
の
復
帰
が
、
杜
会
保
障

　
　
　
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
こ
と
が
し
ぼ
し
ば
あ
る
。

　
　
　
　
杜
会
保
障
金
庫
の
嘱
託
医
師
が
、
当
事
者
の
状
態
は
安
定
し
て
お
り
、

　
　
再
就
労
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
評
価
す
る
さ
い
に
は
、
と
く
に
そ

　
　
う
で
あ
る
。

　
　
　
社
会
保
障
金
庫
の
決
定
　
　
杜
会
保
障
金
庫
は
、
一
般
的
に
金
庫
の

　
　
嘱
託
医
師
の
意
見
に
従
う
。
そ
こ
で
、
杜
会
保
障
金
庫
は
、
保
険
加
入

　
　
者
に
仕
事
に
復
帰
す
る
よ
う
に
決
め
た
目
付
を
知
ら
せ
、
こ
の
日
か
ら

　
　
療
養
日
割
り
手
当
の
支
払
い
を
中
止
す
る
。

　
　
　
身
体
の
調
子
が
良
く
な
い
場
合
で
も
保
険
加
入
者
が
消
極
的
な
態
度

　
　
　
の
ま
ま
で
い
た
ら
、
仕
事
へ
の
復
帰
通
知
に
つ
づ
く
次
の
月
の
う
ち
に
、

（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
（
一
五
九
）
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療
養
日
割
り
手
当
の
中
止
の
ほ
か
に
、
保
険
加
入
者
と
し
て
の
資
格
や

医
療
処
置
に
か
ん
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
主
治
医
に
相
談
す
る
こ
と
　
　
病
気
に
っ
い
て
は
嬢
踏
せ
ず
に
主
治

医
に
相
談
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
治
医
は
、
杜
会
保
障
金
庫
の
意
見
に

た
い
し
て
、
休
養
の
継
続
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
保
険
加
入
者
は
嘱
託
医
の
再
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
期

間
一
カ
月
）
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
た
ら
、
自
分
の
仕
事
に
効
果
的
に
再
就

労
す
る
こ
と
が
で
き
が
た
い
状
態
に
あ
る
保
険
加
入
者
は
、
仕
事
へ
の

復
帰
を
奨
め
な
い
上
級
の
専
門
医
、
ま
た
は
病
院
の
著
名
な
教
授
の
診

断
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い
。

　
事
実
と
し
て
は
、
頼
み
の
綱
で
あ
る
専
門
医
の
診
断
も
、
杜
会
保
障

金
庫
で
な
さ
れ
た
決
定
を
確
認
す
る
ぽ
あ
い
が
し
ぱ
し
ば
で
あ
る
。
こ

う
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
病
人
は
、
た
と
え
再
び
仕
事
に
っ
く
こ
と

を
よ
ぎ
た
く
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
数
週
問
引
き
，
の
ぱ
す
こ
と
は

で
き
る
。
他
方
で
彼
は
、
杜
会
保
障
金
庫
で
事
前
に
き
め
ら
れ
た
目
付

の
発
効
に
よ
っ
て
、
療
養
目
割
り
手
当
を
打
ち
き
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
彼
は
、
経
過
し
た
期
問
の
就
労
時
間
（
ま
た
は
就
労
と
見
な
さ
れ
る

時
間
）
に
っ
い
て
就
労
不
能
を
証
明
し
え
な
い
か
ぎ
り
、
彼
の
状
態
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
○
（
ニ
ハ
○
）

必
要
と
し
て
い
る
各
種
の
医
療
処
置
費
も
ま
た
抵
い
戻
さ
れ
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

　
　
８
０
　
出
産
保
険

　
出
産
保
険
は
、
妊
婦
じ
し
ん
が
杜
会
保
険
加
入
老
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
杜
会
保
険
加
入
者
も
し
く
は
そ
の
受
益
者
の
妻
、
娘
で
あ
る
た
ら

ぱ
、
と
き
と
し
て
多
少
の
拡
大
適
用
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
す
べ
て
の

妊
婦
に
適
用
さ
れ
、
杜
会
保
障
に
よ
っ
て
支
払
い
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
妊
娠
の
事
実
が
あ
る
場
合
、
婦
女
は
そ
の
こ
と
を
た
だ
ち
に
杜
会
保

障
金
庫
に
申
告
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
杜
会
保
障
金
庫
は
、
直
ち
に

説
明
書
と
母
子
手
帳
を
交
付
す
る
。

　
医
療
費
の
払
い
戻
し
　
　
出
産
保
険
の
受
益
老
は
、
相
互
に
分
離
し

て
支
給
さ
れ
る
産
前
手
当
と
出
産
手
当
を
も
ら
う
た
め
に
（
「
産
前
手
当
」

「
出
産
手
当
」
の
項
、
参
照
）
所
定
の
書
類
を
作
成
す
る
な
ら
ば
、
妊
娠
．

出
産
・
産
後
に
か
か
わ
る
医
療
、
医
薬
、
器
具
、
入
院
た
ど
の
費
用
に

つ
い
て
何
ら
の
負
担
も
負
う
こ
と
は
な
い
。

　
産
休
目
割
り
手
当
　
　
妊
婦
が
な
ん
ら
か
の
賃
労
働
に
従
事
し
て
い

る
場
合
に
は
、
出
産
前
六
週
間
と
出
産
後
八
週
問
、
仕
事
を
休
む
権
利

を
も
っ
て
い
る
ザ
な
ぜ
な
ら
、
出
産
休
暇
は
法
律
に
よ
っ
て
十
四
週
問

で
あ
る
か
ら
。



　
　
こ
の
十
四
週
問
に
つ
い
て
杜
会
保
障
は
、
手
取
賃
金
の
事
実
圭
○
当
り
基
準
賃
金
の
九
〇
倍
一
っ
書
賃
金
の
三
ヵ
月
分
一
に
相
当
す
る
葬

○
乏
相
当
す
る
日
割
り
手
当
を
娃
婦
に
支
給
す
る
一
蟄
分
担
金
を
課
儀
資
金
を
支
給
す
る
。
そ
れ
は
・
二
七
八
．
四
〇
フ
ラ
ソ
を
下
廻
ら
ず
・

せ
ら
れ
る
粗
賃
金
の
上
限
内
で
そ
の
九
〇
％
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
、
九
六
〇
フ
ラ
ソ
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
そ
の
娃
婦
が
、
個
人
的
理
由
の
た
め
に
六
週
問
以
前
に
仕
事
　
支
給
条
件
故
人
は
以
下
の
よ
う
隻
件
婁
た
し
て
い
ね
ば
な

を
休
止
し
た
と
し
て
も
、
次
の
三
つ
の
条
件
を
み
た
し
て
い
る
な
ら
ぱ
、
　
ら
な
、

産
休
の
目
割
り
手
当
は
当
然
に
支
給
さ
れ
ね
窪
ら
な
い
。
　
　
ｏ
り
死
亡
の
目
に
杜
会
保
険
加
入
資
格
を
一
て
い
ね
窪
ら
な
い
・

○
ｏ
杜
会
保
険
加
入
者
の
資
格
を
失
つ
て
い
な
い
こ
と
。
　
　
似
死
亡
直
前
の
四
半
期
内
一
ま
た
は
或
る
目
付
か
ら
或
る
日
付
ま
で
の
一
二

の
登
督
雀
崖
予
春
ま
で
十
ヵ
月
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
ヵ
月
間
一
に
、
少
く
と
も
二
〇
〇
時
問
賃
金
支
払
い
言
げ
る
仕
事
に

こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
労
し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
同
等
に
見
な
さ
れ
る
状
態
に
あ
一
た
こ
と
・

ゆ
娃
婦
が
出
産
予
定
目
に
さ
き
だ
っ
四
半
期
の
間
（
ま
た
は
或
る
日
付
　
　
ま
た
は
死
亡
直
前
の
一
ヵ
月
問
も
し
く
は
或
る
日
付
か
ら
或
る
目
付
ま

か
ら
或
る
日
付
ま
で
の
三
ヵ
月
問
）
に
、
二
〇
〇
時
問
賃
金
を
支
払
わ
れ
　
　
で
の
一
カ
月
問
に
、
一
二
〇
時
間
賃
金
支
払
い
を
う
げ
る
仕
事
に
就
労

る
仕
事
に
っ
い
て
い
た
こ
と
、
も
し
く
は
そ
れ
同
等
に
見
な
さ
れ
る
状
　
　
し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
同
等
と
見
な
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
・

態
に
あ
つ
た
こ
と
、
ま
た
は
娃
娠
し
た
と
想
定
さ
れ
る
目
に
先
立
っ
一
　
被
扶
養
者
の
優
先
権
葬
儀
資
金
は
・
杜
会
保
険
加
入
者
の
死
亡

ヵ
月
問
一
差
は
或
る
日
付
か
ら
或
る
日
付
ま
で
の
一
カ
月
間
一
に
三
〇
是
彼
の
被
扶
養
者
で
あ
一
を
の
に
・
親
族
か
否
か
を
問
わ
ず
に

時
間
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
仕
奮
っ
い
て
い
た
こ
と
を
、
証
明
す
る
こ
　
一
た
と
え
ぱ
内
縁
関
係
一
優
先
的
に
支
給
さ
れ
る
べ
に
三
・
九
五
〇
フ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ソ
を
こ
え
る
個
人
所
得
を
も
つ
者
は
、
扶
養
さ
れ
て
い
た
と
は
見
な

　
　
８
１
　
社
会
保
障
に
よ
る
葬
儀
資
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
な
い
。

在
職
中
の
杜
会
保
険
加
入
妻
死
亡
し
た
場
合
、
杜
会
保
障
は
、
扶
　
扶
養
さ
れ
て
い
な
く
て
支
給
さ
れ
る
者
も
優
先
権
を
も
っ
者

養
を
う
げ
て
い
た
者
、
ま
た
は
故
人
の
権
利
を
保
有
す
る
乏
、
百
が
死
亡
後
の
一
カ
月
中
に
誰
も
葬
警
金
の
支
払
い
を
申
請
し
な
い
場

　
　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
一
　
（
ニ
ハ
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
。
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

合
に
は
、
次
の
優
先
順
位
に
し
た
が
っ
て
、
葬
儀
資
金
は
扶
養
さ
れ
て

い
た
か
っ
た
権
利
保
有
者
に
支
払
わ
れ
る
。
法
律
上
も
事
実
上
も
、
離

婚
も
別
居
も
し
て
い
た
い
配
偶
者
、
嫡
出
の
子
供
、
幼
児
ま
た
は
認
知

さ
れ
た
私
生
の
子
供
、
幼
児
、
さ
も
な
げ
れ
ぱ
両
親
と
祖
父
母
。

　
申
許
　
　
葬
儀
資
金
の
申
請
は
、
故
人
が
所
属
し
て
い
た
杜
会
保
障

第
一
金
庫
に
手
統
き
が
校
さ
れ
ね
ぱ
次
ら
な
い
。
被
扶
養
者
は
申
請
す

る
の
に
死
亡
目
か
ら
一
ヵ
月
間
の
猶
余
が
あ
る
だ
げ
で
、
そ
の
期
間
を

す
ぎ
た
ほ
あ
い
に
は
、
被
扶
養
者
は
扶
養
さ
れ
て
い
た
か
っ
た
権
利
保

有
者
の
優
先
を
望
む
も
の
と
見
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
扶
養
さ
れ
優
先
権
を
も
つ
者
が
、
死
後
一
カ
月
の
問
に
誰
も
葬
儀
資

金
の
申
請
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
被
扶
養
者
で
な
い
受
益
者
は
、
葬
儀

資
金
の
支
給
を
請
求
す
る
の
に
二
年
間
の
猶
余
が
あ
る
。

　
　
８
２
　
社
会
的
扶
助

　
す
べ
て
の
身
体
障
害
者
、
す
な
わ
ち
、
先
天
的
あ
る
い
は
後
天
的
な

理
由
に
よ
る
身
体
障
害
者
は
、
所
得
の
道
が
奪
わ
れ
家
族
の
援
助
も
な

い
場
合
に
は
、
国
の
杜
会
的
扶
助
を
う
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
杜
会
的
扶
助
似
申
請
は
、
申
請
者
が
居
住
す
る
地
域
の
市
役
所
に
提

出
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
扶
助
手
当
と
所
得
　
　
国
の
杜
会
的
扶
助
は
、
身
体
障
害
者
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
ニ
（
ニ
ハ
ニ
）

て
認
定
さ
れ
た
廃
疾
の
程
度
、
仕
事
の
可
能
度
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。

ｃ
い
　
身
体
障
害
者
（
労
働
不
能
度
八
○
％
以
下
）
単
独
手
当
　
　
年
に
二
、

四
五
〇
フ
ラ
ソ
、
所
得
の
上
限
　
　
年
に
五
、
三
〇
〇
フ
ラ
ソ
。

似
　
垣
久
的
身
体
障
害
度
八
○
％
以
上
で
、
働
い
て
い
な
い
重
度
身
体

障
害
者
。

１
上
基
本
手
当
、
年
に
二
、
四
五
〇
フ
ラ
ソ
。

１
第
三
者
に
た
い
す
る
追
加
手
当
、
年
五
、
五
ニ
ニ
フ
ラ
ソ
か
ら
一
一
、
〇

　
二
六
フ
ラ
ソ
ま
で
。

　
　
所
得
の
上
限
、
年
六
、
四
〇
〇
フ
ラ
ソ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
第
三
者
に
た

　
　
い
す
る
追
加
手
当
を
プ
ラ
ス
す
る
。

ゆ
重
度
身
体
障
害
者
で
働
い
て
い
る
人
。

　
Ｉ
ｌ
基
本
手
当
、
年
に
二
、
四
五
〇
フ
ラ
ソ
。

　
　
補
償
手
当
、
障
害
度
に
お
う
じ
て
年
に
五
、
五
二
ニ
フ
ラ
ソ
か
ら
八
、
二

　
　
七
〇
フ
ラ
ソ
ま
で
。
第
三
老
に
た
い
す
る
追
加
手
当
の
場
合
は
二
一
、
四
〇

　
　
五
フ
ラ
ソ
。

　
　
所
得
の
上
限
、
年
に
六
、
四
〇
〇
フ
ラ
ソ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
補
償
手

　
　
当
、
も
し
く
は
第
三
者
に
た
い
す
る
追
加
手
当
を
プ
ラ
ス
す
る
。

↑
〇
　
十
五
歳
以
下
の
重
度
身
体
障
害
者

　
　
　
手
当
額
、
一
カ
月
に
一
〇
七
・
八
○
フ
ラ
ソ
か
ら
二
一
五
．
六
〇
フ
ラ
ソ

　
　
ま
で
。

　
　
　
両
親
の
月
間
所
得
の
上
限
は
二
、
二
一
五
フ
ラ
ソ
、
身
体
障
害
児
に
っ
げ



　
く
わ
わ
る
扶
養
す
べ
き
子
供
一
人
に
つ
き
四
二
五
フ
ラ
ソ
を
プ
ラ
ス
。
　
　
　
　
で
請
求
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
も
し
所
得
が
右
各
項
の
上
限
を
上
廻
る
場
合
に
は
、
基
本
手
当
、
ま
　
　
ｏ
り
療
養
目
割
り
手
当
の
三
ヵ
年
の
期
問
が
終
了
す
る
以
前
に
請
求
す

た
は
と
き
と
し
て
国
民
連
帯
基
金
か
ら
の
手
当
が
、
そ
れ
だ
け
削
減
さ
　
　
る
こ
と
。

れ
る
か
凍
結
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
似
　
六
〇
歳
に
な
る
以
前
に
請
求
す
る
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
六
〇
歳
に
な

　
　
８
３
　
廃
疾
年
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
廃
疾
年
金
は
、
労
働
不
能
度
に
お
う
じ
て
老
齢
年
金
に
よ
っ
て
代

　
杜
会
保
険
加
入
者
だ
げ
が
廃
疾
保
険
の
受
益
を
う
げ
る
。
権
利
の
共
　
　
替
さ
れ
る
こ
と
に
た
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
六
〇
歳
か
ら

有
者
は
廃
疾
保
険
か
ら
は
排
除
さ
れ
亀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
歳
の
間
に
再
就
労
し
は
じ
め
た
場
合
に
は
、
受
益
者
が
一
・
四
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
に
全
国
最
低
賃
金
の
二
六
〇
倍
を
こ
え
る
職
業
上
の
収
入
を
得
て
い

　
満
た
さ
れ
る
べ
き
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
（
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
降
一
、
四
二
一
フ
ラ
ソ
）
、
老
齢
年
金
は
一

　
　
六
〇
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

　
　
重
度
三
分
の
二
の
稼
得
不
能
度
・
労
働
不
能
度
で
あ
る
こ
く
　
　
　
　
　
　
時
的
に
停
止
さ
れ
る
。

　
　
休
業
が
継
続
し
は
じ
め
た
月
の
第
一
日
目
に
、
す
で
に
士
一
ヵ
月
間
保
険
　
　
　
廃
疾
年
金
の
請
求
は
、
時
効
に
な
る
こ
と
を
案
ず
る
な
ら
ば
、
傷
の

　
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒
着
の
日
か
ら
、
ま
た
は
廃
疾
が
証
明
さ
れ
た
目
か
ら
十
ニ
カ
月
の
間

　
　
休
業
に
さ
き
だ
つ
暦
年
の
四
半
期
間
に
、
最
低
八
○
○
時
間
就
労
し
た

　
か
・
就
労
と
同
等
に
見
た
さ
れ
る
状
態
（
病
気
・
失
業
た
ど
）
に
－
あ
っ
た
こ
　
　
に
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
。
そ
の
う
ち
二
〇
〇
時
間
は
、
こ
の
四
半
期
の
は
じ
　
　
　
年
金
額
　
　
廃
疾
年
金
は
、
拠
出
負
担
金
を
課
せ
ら
れ
た
最
近
十
年

　
め
に
就
労
し
た
か
、
就
労
と
同
等
に
見
な
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
の
平
均
賃
金
に
た
い
す
る
％
に
ょ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
決
定
さ
れ

　
明
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
な
い
（
ま
た
は
、
休
業
に
さ
き
だ
つ
十
ニ
カ
月
間
に
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
○
時
間
の
就
労
、
う
ち
二
〇
〇
時
問
は
最
初
の
三
カ
月
間
で
た
げ
れ
ぱ
な
ら

　
な
い
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
カ
テ
コ
リ
ー
（
労
働
可
能
）
三
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ニ
カ
テ
コ
リ
ー
（
労
働
不
能
の
場
合
）
五
〇
％

　
請
求
　
　
保
険
加
入
者
は
、
彼
の
所
属
す
る
杜
会
保
険
第
一
金
庫
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
第
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
生
活
上
の
日
常
的
行
為
を
全
く
た
し
え
た
い
か
、
殆

よ
っ
て
、
廃
疾
年
金
の
支
給
を
提
起
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
自
分
自
身
　
　
　
　
ど
な
し
え
た
い
場
合
）
五
〇
％
プ
ラ
ス
第
三
者
の
援
助
を
得
る
の
に
年
間
一

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
　
（
ニ
ハ
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

　
三
、
七
八
四
フ
ラ
ソ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
８
４
　
意
見
不
一
致
の
場
合
ど
う
す
べ
き
か

　
行
政
的
性
格
の
訴
え
　
　
杜
会
保
険
加
入
者
は
、
権
利
の
詠
定
お
よ

び
支
払
わ
れ
る
べ
き
手
当
に
っ
い
て
の
訴
訟
の
場
合
、
次
の
機
関
に
要

求
を
提
出
せ
ね
ば
な
ら
た
い
。

ｏ
ｏ
　
受
取
証
明
っ
き
の
書
留
郵
便
で
、
関
係
機
関
の
無
料
救
済
委
員
会

の
書
記
局
へ
（
期
間
は
ニ
カ
月
）
。

似
そ
れ
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
一
カ
月
の
間
に
何
ら
の
回

答
も
た
い
場
合
に
は
、
受
取
証
明
ツ
き
の
書
留
郵
便
ま
た
は
寄
託
に
よ

っ
て
、
大
審
裁
判
所
（
－
ｏ
己
ぎ
§
－
骨
。
・
轟
邑
ｏ
巨
の
↓
彗
８
）
の
第
一
審

委
員
会
事
務
局
へ
（
期
間
は
ニ
カ
月
）
。

　
最
後
に
、
却
下
さ
れ
た
決
定
は
、
請
求
が
三
、
五
〇
〇
フ
ラ
ソ
を
超

え
る
場
合
、
ま
た
は
請
求
が
未
決
定
の
場
合
に
は
、
上
告
裁
判
所
（
迂

Ｏ
◎
弓
易
｛
、
亀
屠
－
）
の
書
記
官
に
送
付
さ
れ
た
受
取
証
明
つ
き
書
留
郵
便

に
よ
っ
て
、
第
一
審
委
員
会
が
裁
き
う
る
範
囲
内
に
お
い
て
審
議
さ
れ

る
（
期
間
は
一
カ
月
）
。

　
医
療
的
性
格
の
訴
え

ｏ
ｏ
　
病
人
の
健
康
状
態
に
か
か
わ
る
訴
え
は
、
専
門
医
に
よ
っ
て
解
決

さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四
　
（
一
六
四
）

似
　
労
働
の
不
能
度
と
不
適
応
度
に
か
か
わ
る
訴
え
は
、
専
門
的
た
技

術
を
も
っ
た
訴
訟
代
理
人
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

　
こ
の
場
合
、
要
求
書
は
、
杜
会
保
障
地
方
局
に
付
設
さ
れ
て
い
る
廃

疾
・
労
働
不
適
応
に
関
す
る
地
方
委
員
会
へ
、
受
取
証
明
つ
き
書
留
郵

便
を
も
っ
て
提
出
さ
れ
る
（
期
問
、
一
ヵ
月
）
。
　
上
訴
は
、
パ
リ
七
区
フ

ォ
ソ
ト
ノ
広
場
、
全
国
専
門
委
員
会
に
い
つ
で
も
な
し
う
る
（
有
効
期

問
、
一
カ
月
）
。

　
訴
訟
手
続
に
た
い
す
る
援
助
　
　
訴
訟
手
続
き
は
無
料
で
あ
る
。
第

一
審
委
員
会
に
お
い
て
保
険
加
入
者
は
、
白
紙
委
任
し
た
弁
護
士
、
同

じ
職
場
の
労
働
者
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ
か
ら
資
格
を
あ
た
え
ら
れ
た
代
表
者
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
弁
護
さ
れ
、
代
表
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
訴
訟
手
続
き
を
始
め
る
ま
え
に
は
、
自
分
の
職
場
の
Ｃ
Ｇ
Ｔ
支
部
と

相
談
す
る
こ
と
が
っ
ね
に
望
ま
し
い
。

　
　
　
１

　
　
　
１
１
　
労
働
災
害

　
　
　
Ｖ

　
　
８
５
　
労
働
災
害
の
場
合
に
ど
う
す
る
か

　
労
働
災
害
、
す
な
わ
ち
或
る
職
種
・
或
る
場
所
で
の
仕
事
の
遂
行
に

よ
っ
て
、
ま
た
は
仕
事
の
遂
行
中
に
お
こ
っ
た
事
故
の
犠
牲
と
た
っ
た

労
働
者
は
、
損
害
の
補
償
を
う
げ
る
た
め
に
は
一
定
の
手
続
き
を
み
た



し
て
い
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
害
を
労
働
災
害
と
し
て
認
定
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
・
自
分
の
要
求
を

　
手
続
き
　
　
労
働
災
害
（
い
わ
ゆ
る
労
働
災
害
ま
た
は
通
勤
途
上
の
災
害
）
　
　
無
料
訴
願
委
員
会
に
審
議
を
委
ね
訴
訟
に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
、
一
ヵ

に
さ
い
し
て
、
犠
牲
者
は
次
の
措
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
月
の
問
に
認
定
の
通
知
が
た
い
場
合
に
は
、
そ
の
要
求
は
却
下
さ
れ
た

○
ｏ
　
自
分
の
被
災
に
つ
い
て
、
直
ち
に
雇
用
者
ま
た
は
仕
事
の
同
僚
に
　
　
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
当
事
者
は
、
ニ
カ
月
の
間
に
事
務
局
に

知
ら
せ
る
こ
と
。
さ
も
な
げ
れ
ば
、
二
十
四
時
間
内
に
書
留
郵
便
で
被
　
　
宛
て
た
書
留
郵
便
を
も
っ
て
、
第
一
審
裁
判
所
の
認
定
を
う
げ
ね
ぱ
な

災
を
雇
用
者
に
申
し
出
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
な
い
。

似
自
分
の
選
択
し
た
医
師
の
診
断
を
う
げ
、
処
方
さ
れ
た
医
薬
品
を
　
　
　
　
８
６
　
職
業
病

無
料
で
入
手
で
き
る
労
働
災
害
申
告
婁
雇
用
者
に
要
求
す
る
こ
と
。
　
定
義
雇
用
者
の
た
め
に
・
労
働
者
が
何
ら
か
の
仕
事
を
遂
行
す

ゆ
　
二
枚
な
い
し
三
枚
の
写
し
と
と
も
に
医
師
の
診
断
書
の
控
え
を
保
　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
病
気
を
、
職
業
病
と
称
し
て
い
る
・

持
す
る
こ
と
。
こ
の
診
断
書
は
、
重
傷
．
軽
傷
を
と
わ
ず
傷
害
の
す
べ
　
繋
病
の
多
く
は
、
繋
上
の
原
票
認
め
ら
れ
・
公
式
の
繋
病

て
を
示
す
も
の
で
淳
れ
ば
奮
な
い
。
　
　
　
　
　
の
姦
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
労
働
災
害
に
か
ん
す
る
裁
判
で
は
・
あ

↑
り
　
医
師
の
診
断
書
の
指
示
に
よ
る
休
業
と
安
静
の
期
問
に
つ
い
て
、
　
　
る
病
気
は
職
業
病
で
は
な
い
取
り
扱
い
を
う
げ
る
が
・
ま
た
あ
る
病
気

杜
会
保
障
緊
急
金
庫
に
通
告
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
完
全
に
職
業
病
と
し
て
認
定
さ
れ
る
◎

伺
　
も
し
治
癒
後
に
症
状
が
悪
化
し
、
新
た
な
休
業
を
も
た
ら
す
と
す
　
　
　
職
業
病
と
認
定
さ
れ
た
病
気
　
　
認
定
さ
れ
た
病
気
は
・
以
下
の
条

れ
ば
、
被
災
老
は
、
症
状
を
証
明
す
る
医
師
の
診
断
書
を
そ
え
て
病
状
　
　
件
が
あ
る
と
労
働
災
害
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
補
償
さ
れ
る
。

再
発
を
、
杜
会
保
障
緊
急
金
庫
へ
自
分
自
身
で
申
告
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
そ
の
病
気
が
公
式
の
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
お
り
・
リ
ス
ト
に
明
示
さ
れ

杜
会
保
障
緊
急
金
庫
は
、
彼
に
労
働
災
害
の
措
置
書
を
手
渡
す
。
　
　
　
　
　
て
い
る
期
問
中
に
医
学
的
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
患
者
が
規
定
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
恒
常
的
に
働
い
て
い
た
こ
と
を
証
明

　
異
議
申
立
　
　
も
し
杜
会
保
障
金
庫
が
災
害
の
職
業
上
の
性
格
を
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
こ
と
。

避
す
る
場
合
に
は
、
被
災
者
は
、
労
働
組
合
と
相
談
の
う
え
で
そ
の
災
　
　
　
　
当
事
者
自
身
が
休
業
後
十
五
日
以
内
に
杜
会
保
障
金
庫
に
自
分
の
職
業
病

　
　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
　
（
ニ
ハ
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

　
を
申
告
す
る
こ
と
。
時
効
の
期
間
は
二
年
で
あ
る
。

　
職
業
病
と
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
病
気
　
　
労
働
者
が
自
分
の
仕
事
に

原
因
す
る
と
判
断
さ
れ
る
病
気
に
冒
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
病
気
が
職
業

病
と
認
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
再
度
そ
れ
が
認
定
さ
れ
た
職
業
病
の

問
題
で
あ
る
と
し
て
、
杜
会
保
障
に
っ
ぎ
の
処
置
を
と
る
よ
う
に
要
求

せ
ね
ぱ
な
ら
た
い
。

１
医
療
補
償
の
給
付
と
廃
疾
年
金
の
給
付
を
ケ
ー
ス
に
即
し
て
認
定
す
る
こ

　
と
。

　
　
そ
の
病
気
に
か
ん
し
て
後
目
に
職
業
病
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
自
分
の
権

　
利
を
留
保
す
る
こ
と
。

　
雇
用
者
の
責
任
が
彼
自
身
の
行
為
ま
た
は
彼
の
係
員
の
行
為
、
も
し

く
は
彼
の
所
有
す
る
機
械
な
ど
に
関
係
し
て
い
る
際
に
は
、
労
働
者
は

民
法
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
を
取
り
た
て
る
目
的
で
、
雇
用
者
に
た
い

し
て
労
働
裁
判
所
で
訴
訟
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
８
７
　
通
勤
途
上
で
の
災
害

　
左
記
の
間
を
往
復
す
る
途
上
に
お
い
て
労
働
老
に
お
こ
っ
た
事
故
は
、

通
勤
途
上
の
労
働
災
害
と
み
な
さ
れ
、
労
働
災
害
に
か
ん
す
る
法
律

（
「
労
働
災
害
目
割
り
手
当
」
の
項
、
参
照
）
に
よ
る
補
償
の
要
因
と
な
る
。

ｏ
ｏ
　
そ
の
労
働
者
の
本
宅
、
別
宅
、
家
庭
の
事
情
か
ら
よ
く
出
か
げ
る

他
の
一
切
の
場
所
と
仕
事
場
と
の
問
の
往
復
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
六
（
ニ
ハ
六
）

の
　
仕
事
場
と
レ
ス
ト
ラ
ソ
、
簡
易
食
堂
、
ま
た
は
そ
の
労
働
者
が
目

常
に
食
事
を
と
る
場
所
と
の
間
の
往
復
。

　
そ
の
道
筋
で
は
、
個
人
的
な
興
味
や
目
常
生
活
の
う
え
で
の
基
本
的

な
必
要
性
と
は
無
関
係
な
興
味
に
示
竣
さ
れ
、
そ
れ
を
動
機
と
す
る
道

草
や
寄
り
道
が
あ
っ
て
は
な
ら
た
い
。

　
申
告
　
　
通
勤
途
上
の
災
害
は
、
雇
用
老
に
申
告
さ
れ
ね
ば
た
ら
た

い
。
雇
用
者
自
身
は
そ
れ
を
杜
会
保
障
に
申
告
し
、
労
働
災
害
の
証
明

書
を
労
働
者
に
手
交
す
る
。
労
働
者
は
、
そ
れ
が
拒
否
さ
れ
る
場
合
、

杜
会
保
障
金
庫
に
申
し
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
労
働
災
害
と
認
定
さ
れ
る
も
の
　
　
労
働
災
害
に
か
ん
す
る
法
律
は
、

以
下
の
よ
う
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
う
る
と
判
定
さ
れ
て
い
る
。
食
物

を
買
い
に
出
か
げ
て
い
る
と
き
。
薬
屋
で
買
物
を
し
て
い
る
と
き
。
落

し
物
を
探
し
て
い
る
と
き
。
慣
習
的
な
作
業
時
間
制
よ
り
も
早
い
と
き
。

賃
金
の
残
額
を
受
げ
と
り
に
き
て
い
る
と
き
。
従
業
員
代
表
が
労
働
取

引
所
で
の
会
議
後
、
十
五
時
ま
で
に
工
場
に
も
ど
る
と
き
。
企
業
委
員

会
の
委
員
に
選
出
さ
れ
た
者
が
、
職
務
上
の
仕
事
の
の
ち
工
場
に
も
ど

る
と
き
。
子
供
が
家
で
病
気
に
な
っ
た
た
め
に
許
可
を
得
て
外
出
し
て

い
る
と
き
。

　
労
働
災
害
と
認
定
さ
れ
な
い
も
の
　
　
労
働
災
害
に
か
ん
す
る
法
律



は
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
切
手
を
買
っ
て
い
る
　
　
に
よ
っ
て
被
災
老
に
支
払
わ
れ
る
。
こ
の
補
償
は
以
下
の
よ
う
に
支
払

と
き
。
杜
会
保
障
に
呼
び
出
さ
れ
て
ゆ
く
と
き
。
病
気
期
間
中
の
賃
金
　
　
わ
れ
る
。

支
払
い
を
受
け
る
た
め
に
職
場
を
は
な
れ
て
い
る
と
き
。
ス
ト
ラ
イ
キ
　
　
　
　
　
全
体
と
し
て
就
労
不
能
が
十
六
日
以
上
に
お
よ
ぶ
な
ら
ぱ
・
被
災
目
に
っ

へ
参
加
し
て
い
る
と
き
。
昼
休
み
に
散
歩
し
て
い
る
と
き
。
仕
事
を
探
　
　
　
づ
く
最
初
の
操
業
日
ま
た
は
休
業
日
か
ら
支
払
い
は
始
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
就
労
不
能
が
十
五
目
以
下
で
あ
れ
ぱ
、
被
災
目
に
っ
づ
く
最
初
の
操

し
て
い
る
と
き
。
通
常
と
は
ち
が
っ
て
い
る
と
き
（
た
と
え
ば
、
キ
ャ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
日
か
ら
支
払
い
は
始
ま
る
。
日
曜
目
と
祭
日
は
休
業
目
で
あ
る
。
に
も
か

ブ
や
ホ
テ
ル
で
週
末
を
す
ご
し
て
い
る
と
き
、
家
と
は
別
の
公
園
に
い
る
と
き
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
ら
ず
、
五
月
一
日
は
、
労
働
災
害
の
規
則
で
は
操
業
目
と
み
な
さ
れ

気
晴
し
の
集
り
か
ら
戻
っ
て
い
る
と
き
。
歯
医
者
に
行
っ
て
い
る
と
　
　
　
　
る
。

き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
償
金
額
　
　
目
割
り
の
補
償
手
当
は
、
不
就
労
の
最
初
の
二
十
八

　
　
８
８
　
労
働
災
害
の
目
割
り
手
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
問
に
つ
い
て
は
、
賃
金
総
額
ま
た
は
取
得
総
額
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ

　
労
働
災
害
の
た
め
に
被
害
者
が
一
時
的
に
就
労
が
不
可
能
な
状
態
に
　
　
た
日
割
り
基
準
賃
金
の
半
分
で
あ
る
。
目
割
り
手
当
は
、
継
続
す
る
不

な
り
、
そ
れ
が
医
学
的
に
認
定
さ
れ
た
場
合
、
す
た
わ
ち
主
治
医
と
杜
　
　
就
労
の
二
十
九
目
目
か
ら
は
、
目
割
り
基
準
賃
金
の
三
分
の
二
の
計
算

会
保
障
金
庫
の
医
師
の
診
断
書
で
同
時
に
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
　
　
で
支
払
わ
れ
る
。

事
者
は
、
目
割
り
の
労
働
災
害
補
償
を
受
け
と
る
権
利
を
も
つ
こ
と
に
　
　
　
こ
の
日
割
り
基
準
賃
金
は
、
上
期
の
期
問
中
の
操
業
目
数
で
、
そ
れ

な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
照
応
す
る
期
問
の
賃
金
総
額
を
除
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

　
補
償
を
受
け
る
目
数
　
　
被
災
し
た
目
は
、
諾
手
当
、
剰
余
金
、
超
　
　
　
日
割
り
手
当
の
上
限
は
、
は
じ
め
の
二
十
八
目
間
に
っ
い
て
は
二
一

過
勤
務
手
当
を
含
む
全
賃
金
額
が
、
雇
用
者
の
支
払
い
義
務
と
た
る
。
　
　
二
・
四
フ
ラ
ソ
、
二
十
九
目
以
降
に
っ
い
て
は
：
ハ
三
・
ニ
フ
ラ
ン
と

目
割
り
の
労
働
災
害
補
償
は
、
被
災
目
の
翌
目
か
ら
治
癒
す
る
ま
で
、
　
　
き
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
補
償
は
入
院
の
場
合
に
も
削
滅
さ
れ
な
い
。

も
し
く
は
傷
が
癒
着
す
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
労
働
災
害
年
金
の
支
給
開
　
　
病
状
再
発
の
場
合
に
は
、
目
割
り
手
当
は
最
初
の
休
養
に
さ
い
し
て
支

始
時
点
と
定
め
ら
れ
て
い
る
目
ま
で
の
欠
勤
に
た
い
し
て
、
杜
会
保
障
　
　
払
わ
れ
た
も
の
と
少
な
く
と
も
同
額
で
あ
る
。

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
七
　
（
ニ
ハ
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

　
　
８
９
　
労
働
災
害
年
金

　
労
働
災
害
の
結
果
と
し
て
、
恒
久
的
に
部
分
的
た
労
働
不
能
（
以
下
、

Ｉ
Ｐ
Ｐ
と
称
す
）
ま
た
は
完
全
な
労
働
不
能
に
－
お
ち
い
っ
た
場
合
に
は
、

犠
牲
者
は
、
労
働
災
害
年
金
を
も
ら
う
権
利
を
有
す
る
。

　
請
求
　
　
不
具
と
廃
疾
の
程
度
を
記
述
し
た
医
師
の
最
終
診
断
書
が
、

ＲＴ：ＰＰＩＲ

Ｔ
－

＝ＰＰ

ｌ
Ｉ

ＲＴ＝ＰＰＩＲＴ＝ＰＰＩＲＴ＝ＰＰＩＲＴ＝ＰＰＩ

５８＝０９

８８
一
一２９

９
１

一
一

９
４

４９＝６９

３７＝２８

６７＝４８

９７＝６８

２８＝８８

６
１＝４７

６
４＝６７

６
７＝８７

０７＝
８
０

９４＝
６
６

５
２＝

６
８

５５＝０７

８５＝２７

３
７＝

５
８

０４＝０６

３４＝２６

６４＝４６

２
５＝

５
０

２
８：

５
２

３
１：

５
４

３
４＝

５
６

二
四
時
問
以
内
に
杜
会
保
障
第
一
金
庫
に
届
げ

ら
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。

　
労
働
の
不
能
度
の
認
定
は
、
医
師
の
診
断
後
、

杜
会
保
障
金
庫
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
年
金
率
　
　
年
金
率
（
Ｔ
・
Ｒ
）
は
、
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　
削
　
労
働
不
能
度
が
五
〇
％
に
照
応
す
る
場
合
、

　
　
ま
た
は
五
〇
％
以
下
の
場
合
に
は
、
労
働
不
能

　
度
の
半
分
に
相
当
す
る
。

　
働
　
労
働
不
能
度
が
五
〇
％
以
上
の
ぱ
あ
い
。
五

　
　
〇
％
に
相
当
す
る
率
の
部
分
に
五
〇
％
を
こ
え

　
　
る
率
の
部
分
を
加
え
た
も
の
の
半
分
、
ご
れ
に

　
　
五
〇
％
を
こ
え
る
率
の
部
分
を
加
算
し
た
も
の

　
　
に
相
当
す
る
。
％
で
算
出
し
た
事
例
を
上
表
に

　
　
提
示
し
て
お
く
。

　
年
金
の
計
算
　
　
労
働
災
害
年
金
は
、
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
　
（
一
六
八
）

の
基
準
賃
金
に
労
働
不
能
度
の
劣
に
み
あ
っ
た
年
金
率
を
か
げ
あ
わ
せ

た
も
の
に
等
し
い
。
基
準
賃
金
は
実
収
賃
金
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
法
定

の
上
隈
額
を
上
廻
る
ほ
あ
い
に
は
そ
れ
だ
け
差
し
引
か
れ
る
。

　
強
制
償
還
　
　
労
働
災
害
年
金
は
、
労
働
不
能
度
が
一
〇
劣
以
下
で

年
金
が
法
定
最
低
額
の
八
○
分
の
一
、
実
額
で
は
二
一
九
・
七
〇
フ
ラ

ソ
以
下
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
強
制
的
に
償
還
さ
れ
る
。

　
任
意
償
還
　
　
労
働
災
害
年
金
は
、
犠
牲
者
の
要
求
に
よ
っ
て
全
部

ま
た
は
部
分
的
に
償
還
さ
れ
る
。
償
還
の
要
求
を
年
金
を
支
抵
う
杜
会

保
障
金
庫
に
お
こ
な
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
杜
会
保
障
金
庫
は
、
年

金
を
遅
滞
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
か
ら
数
え
て
五
年
の
期
問
が
満
了
す
る

と
、
三
カ
月
の
う
ち
に
凍
結
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
９
０
　
労
働
災
害
年
金
の
償
還

　
い
わ
ゆ
る
労
働
災
害
と
通
勤
途
上
の
災
害
、
さ
ら
に
ま
た
職
業
病
に

と
も
な
っ
て
支
給
さ
れ
る
労
働
災
害
年
金
は
、
そ
れ
を
う
げ
ど
る
資
格
．

を
も
っ
者
に
償
還
さ
れ
る
。
労
働
災
害
年
金
の
償
還
で
は
、
犠
牲
者
じ

し
ん
が
年
金
の
か
わ
り
に
一
時
金
を
受
げ
と
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

労
働
災
害
年
金
の
償
還
は
、
そ
の
場
合
に
よ
っ
て
強
制
的
で
あ
り
う
る

し
、
ま
た
任
意
で
も
あ
り
う
る
。

　
強
制
的
な
償
還
　
　
労
働
不
能
度
一
〇
％
以
下
に
相
当
す
る
労
働
災



害
年
金
は
、
受
給
資
格
者
が
そ
れ
を
要
求
し
な
い
場
合
で
も
、
強
制
的
　
　
っ
て
か
ら
し
か
計
算
が
開
始
さ
れ
な
い
。

に
一
時
的
に
償
還
さ
れ
る
。
そ
の
年
額
は
、
毎
年
政
令
に
よ
っ
て
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
Ｘ
家
族
手
当
な
ど

さ
れ
る
や
や
高
い
限
界
額
よ
り
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
四

年
一
月
一
目
現
在
、
こ
の
限
界
額
は
、
一
年
に
つ
き
二
三
七
．
七
フ
ラ
　
　
　
　
９
１
　
家
族
手
当

ン
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
益
者
　
　
家
族
手
当
は
、
最
低
二
人
の
扶
養
す
べ
き
子
供
を
も
っ

　
任
意
償
還
　
　
労
働
災
害
年
金
の
受
給
資
格
者
は
彼
の
労
働
不
能
度
　
　
単
身
老
ま
た
は
夫
婦
に
た
い
し
て
支
給
さ
れ
る
。
一
般
的
な
制
度
と
し

が
ど
う
で
あ
れ
、
労
働
災
害
年
金
の
償
還
を
請
求
し
う
る
。
　
　
　
　
　
　
て
い
え
ぱ
、
給
与
所
得
者
は
、
最
新
の
暦
年
中
に
一
、
二
〇
〇
時
問
就

　
全
額
償
還
と
部
分
償
還
　
　
最
高
重
度
一
〇
％
ま
で
の
恒
久
的
か
つ
　
　
労
し
た
こ
と
、
ま
た
は
単
身
の
掃
人
（
寡
婦
、
独
身
、
離
婚
た
ど
）
と
し

部
分
的
な
労
働
不
能
に
相
当
す
る
労
働
災
害
年
金
は
、
請
求
者
が
二
十
　
　
て
仕
事
を
す
る
の
が
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
証
明
せ
ね
ぱ

一
歳
以
下
の
場
合
、
一
時
金
で
全
額
償
還
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
資
格
　
　
た
ら
な
い
。

者
の
年
齢
が
若
干
の
か
か
わ
り
を
も
つ
。
重
度
一
〇
劣
以
上
の
恒
久
的
　
　
　
扶
養
す
べ
き
子
供
　
　
左
記
の
年
齢
以
下
で
あ
っ
て
無
職
で
あ
る
の

か
っ
部
分
的
な
労
働
不
能
に
相
当
す
る
年
金
は
、
部
分
的
に
し
か
償
還
　
　
が
当
然
で
あ
る
子
供
、
職
業
的
活
動
か
ら
月
四
九
〇
フ
ラ
ソ
以
下
の
賃

さ
れ
な
い
。
た
だ
し
重
度
五
〇
％
以
下
の
垣
久
的
か
っ
部
分
的
な
労
働
　
　
金
し
か
得
て
い
な
い
子
供
は
、
扶
養
す
べ
き
も
の
と
見
た
さ
れ
る
。

不
能
に
か
ぎ
っ
て
、
年
金
の
四
分
の
一
だ
げ
が
一
時
金
で
償
還
さ
れ
う
　
　
○
ｏ
　
義
務
教
育
を
終
了
し
て
六
ヵ
月
以
内
の
者
、
っ
ま
り
十
三
歳
か
ら

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
歳
六
カ
月
以
内
の
者
。

　
請
求
　
　
労
働
災
害
年
金
の
償
還
は
、
傷
が
癒
着
し
た
目
の
翌
目
か
　
　
の
最
初
の
職
業
と
し
て
仕
事
を
探
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
彼
が

ら
五
年
の
期
間
が
切
れ
て
後
は
請
求
で
き
な
い
。
な
お
当
事
者
で
あ
れ
　
　
職
業
安
定
所
に
求
職
者
と
し
て
登
録
し
て
い
る
な
ら
ぱ
十
七
歳
ま
で
。

ば
、
そ
の
後
三
カ
月
だ
け
は
請
求
を
す
る
余
裕
が
あ
る
。
炭
鉱
労
働
者
　
　
ゆ
見
習
工
契
約
の
資
格
者
に
ー
っ
い
て
は
十
八
歳
ま
で
。

の
全
額
償
還
に
さ
い
し
て
は
、
こ
の
三
カ
月
の
期
間
は
彼
が
成
人
に
な
　
　
↑
り
　
学
生
、
身
体
障
害
者
、
十
四
歳
未
満
の
少
く
と
も
二
人
の
子
供
を

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
老
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
　
（
ニ
ハ
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）
．

育
て
て
い
る
若
い
婦
人
に
つ
い
て
は
二
十
歳
ま
で
。

　
家
族
手
当
の
額
　
　
一
九
七
三
年
八
月
一
目
に
は
、
給
与
所
得
者
に

た
い
す
る
家
族
手
当
の
月
額
は
、
二
人
の
子
供
に
た
い
し
て
一
〇
七
・

八
○
フ
ラ
ン
、
三
人
の
子
供
に
た
い
し
て
二
九
九
・
一
〇
フ
ラ
ン
、
四

人
の
子
供
に
た
い
し
て
四
九
〇
・
四
フ
ラ
ソ
、
そ
れ
以
上
は
追
加
さ
れ

る
子
供
一
人
に
つ
き
ニ
ハ
一
・
七
〇
フ
ラ
ン
。

　
割
増
給
付
金
　
　
割
増
給
付
金
が
、
一
〇
歳
以
上
と
十
五
歳
以
上
の

子
供
に
た
い
し
て
は
支
給
さ
れ
る
。
前
者
に
っ
い
て
は
各
四
四
・
一
〇

フ
ラ
ン
、
後
者
に
つ
い
て
は
各
七
八
・
四
〇
フ
ラ
ン
。

　
そ
の
家
族
に
二
人
の
子
供
し
か
な
い
場
合
に
は
、
割
増
給
付
金
は
、

第
二
子
に
た
い
し
て
は
支
給
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
三
子
以
降
は
、

第
一
子
か
ら
各
人
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
る
。

　
　
９
２
　
賃
金
生
活
者
手
当

　
支
給
の
条
件
　
　
賃
金
生
活
者
手
当
は
、
賃
労
働
者
と
し
て
の
仕
事

に
よ
る
所
得
だ
げ
し
か
た
い
夫
婦
、
も
し
く
は
単
身
老
に
支
給
さ
れ
る
。

こ
の
手
当
は
、
夫
婦
（
ま
た
は
内
縁
関
係
者
）
が
二
人
と
も
働
い
て
い
る

場
合
に
も
、
二
人
目
の
賃
金
所
得
が
月
二
四
五
フ
ラ
ン
を
超
え
な
い
と

き
に
は
支
給
さ
れ
る
。
他
方
に
、
夫
婦
ま
た
は
単
身
者
の
所
得
合
計
が
、

扶
養
す
べ
き
子
供
の
数
に
よ
っ
て
異
な
る
特
定
の
上
限
額
を
超
え
て
は

一
七
〇
　
（
一
七
〇
）

な
ら
な
い
。

　
課
税
所
得
が
年
間
二
三
、
〇
四
〇
フ
ラ
ソ
、
扶
養
す
べ
き
子
供
一
人

に
つ
き
五
、
七
三
〇
フ
ラ
ソ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
賃
金
生
活
者
手
当
を
所
得
す
る
権
利
は
、
七
月
に
始
ま
る
十
ニ
カ
月

の
期
問
毎
に
、
前
年
の
所
得
と
照
合
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

　
受
益
者
　
賃
金
生
活
者
手
当
は
、
左
記
の
額
と
条
件
で
、
第
一
子

が
生
ま
れ
る
と
直
ち
に
支
給
さ
れ
る
。

　
１
二
歳
以
下
の
一
人
児
に
た
い
し
て
九
七
・
二
五
フ
ラ
ソ
。

　
１
二
歳
か
ら
五
歳
ま
で
の
一
人
児
に
た
い
し
て
三
八
・
九
〇
フ
ラ
ソ
。

　
　
単
身
の
手
当
受
領
者
が
扶
養
し
て
い
る
五
歳
以
上
の
一
人
児
、
ま
た
は
病

　
気
や
身
体
障
害
の
夫
婦
者
が
扶
養
に
必
要
な
所
得
を
も
ち
え
て
い
な
い
五
歳

　
　
以
上
の
一
人
児
に
た
い
し
て
三
八
・
九
〇
フ
ラ
ソ
。

　
　
多
数
の
子
供
を
有
す
る
家
庭
で
、
一
人
だ
げ
扶
養
さ
れ
る
べ
き
状
態
に
ま

　
だ
あ
る
子
供
に
た
い
し
て
三
八
・
九
〇
フ
ラ
ソ
。

－
二
歳
以
上
の
二
人
の
子
供
に
た
い
し
て
は
七
七
・
八
○
フ
ラ
ソ
。

１
三
人
以
上
の
扶
養
す
べ
き
子
供
に
た
い
し
て
は
九
七
・
二
五
フ
ラ
ソ
。

　
割
増
さ
れ
る
賃
金
生
活
者
手
当
　
　
四
人
の
扶
養
す
べ
き
子
供
、
ま

た
些
二
歳
以
下
の
子
供
を
も
つ
手
当
受
領
者
に
た
い
し
て
、
も
し
考
慮

さ
れ
る
べ
き
一
年
の
所
得
合
計
が
照
合
さ
れ
る
年
の
六
月
一
目
に
有
効

な
最
低
賃
金
の
二
二
二
〇
倍
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
月
二
一
四
・
八

五
フ
ラ
ン
の
賃
金
生
活
者
手
当
は
、
扶
養
さ
れ
る
べ
き
子
供
一
人
に
っ



き
二
五
劣
の
割
増
し
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
受
げ
る
。

　
　
９
３
　
子
供
の
保
育
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
い
て
い
る
賃
労
働
者
　
　
も
し
結
婚
し
て
い
る
な
ら
ば
、
両
親
の

　
保
育
費
に
た
い
す
る
手
当
は
家
族
手
当
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
月
額
　
　
　
一
人
は
普
通
の
賃
金
労
働
者
と
し
て
働
い
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
年

は
、
保
育
す
べ
き
子
供
の
人
数
が
ど
う
で
あ
れ
、
二
一
四
・
八
五
フ
ラ
　
　
問
一
、
二
〇
〇
時
問
就
労
し
て
い
る
こ
と
、
さ
も
な
げ
れ
ぼ
月
十
八
目

ソ
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
手
当
は
、
左
記
の
条
件
が
同
時
に
満
　
　
ま
た
は
一
二
〇
時
問
就
労
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
の
親

た
さ
れ
て
い
る
な
ら
ぱ
、
自
分
の
子
供
を
保
育
さ
せ
て
い
る
す
べ
て
の
　
　
も
お
な
じ
く
、
就
労
日
に
さ
い
し
て
、
あ
る
い
は
賃
金
生
活
者
手
当
の

人
に
支
給
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
利
を
取
得
す
る
に
１
あ
た
っ
て
、
子
供
が
い
る
と
邪
魔
に
た
る
ほ
ど
に

　
子
供
に
か
か
わ
る
条
件
　
　
子
供
は
三
歳
以
下
で
な
け
れ
ぱ
た
ら
な
　
　
は
就
労
し
て
い
衣
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

い
。
そ
の
保
育
は
、
県
に
ょ
っ
て
認
め
ら
れ
た
保
育
所
、
ま
た
は
乳
幼
　
　
　
手
当
の
量
高
額
　
　
保
育
費
に
た
い
す
る
手
当
は
、
そ
の
事
情
に
お

児
預
り
人
、
広
く
認
め
ら
れ
た
託
児
所
、
家
庭
託
児
所
に
ょ
っ
て
、
義
　
　
う
じ
て
左
記
の
最
高
額
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

務
的
に
保
障
さ
れ
て
い
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
子
供
は
、
健
康
状
態
ま
た
は
　
　
　
単
身
者
　
　
当
年
六
月
一
目
の
最
低
賃
金
（
一
九
七
三
年
九
・
一
五
九

近
親
の
状
態
か
ら
し
て
家
か
ら
隔
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
は
別
と
し
　
　
フ
ラ
ソ
）
の
二
・
二
二
〇
倍
。
扶
養
す
べ
き
子
供
一
人
に
つ
き
二
五
％

て
、
彼
の
親
ま
た
は
両
親
の
も
と
に
、
毎
旦
尿
っ
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
　
　
増
（
二
・
二
八
九
倍
と
た
る
）
。

な
い
。
こ
の
場
合
、
手
当
は
一
年
間
支
給
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夫
婦
　
　
七
〇
％
割
増
し
て
一
方
の
一
人
だ
け
に
支
給
す
る
。

　
保
育
費
に
た
い
す
る
手
当
は
、
子
供
が
認
可
さ
れ
て
い
な
い
幼
児
預
　
　
　
　
９
４
　
特
別
教
育
手
当

り
人
ま
た
は
両
親
の
自
宅
で
保
育
さ
れ
る
さ
い
に
は
、
保
育
す
る
人
の
　
　
　
受
益
者
　
．
特
別
教
育
手
当
は
、
必
要
な
医
学
的
配
慮
の
み
た
ら
ず

資
格
が
ど
う
で
あ
れ
支
給
さ
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
の
適
応
教
育
ま
た
は
、
職
業
訓
練
が
必
要
と
さ
れ
る
二
〇
歳
未
満

　
両
親
に
か
か
わ
る
条
件
　
　
夫
婦
も
し
く
は
単
身
者
は
、
扶
養
す
べ
　
　
で
身
体
障
害
を
も
っ
子
供
の
、
扶
養
義
務
者
に
た
い
し
て
支
給
さ
れ
る

き
子
供
と
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
な
ら
ば
、
保
育
費
に
た
い
す
る
支
給
　
　
一
種
の
家
族
手
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
　
（
一
七
一
）



　
　
　
　
立
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経
済
学
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第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

　
特
別
教
育
手
当
は
、
身
体
障
害
の
程
度
が
軽
い
場
合
に
は
支
給
さ
れ

な
い
。

　
支
給
の
条
件
　
　
特
別
教
育
手
当
は
、
適
応
教
育
ま
た
は
職
業
訓
練

が
そ
れ
に
好
都
合
な
事
業
所
で
許
可
さ
れ
、
か
つ
そ
の
た
め
の
費
用
が

事
業
所
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
杜
会
保
障
の
医
療
保
険
に
よ
っ
て
も
負
担

さ
れ
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
る
。
く
わ
え
て
講
求
老
は
、
家
族
手
当
を

支
給
さ
れ
る
さ
い
の
一
般
的
諾
条
件
を
充
た
し
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
。
フ
ラ
ソ
ス
に
居
住
す
る
こ
と
。
何
ら
か
の
職
業
的
活
動
に
従
事
し

て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
就
労
不
能
が
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
し
か
し

た
が
ら
、
何
ら
の
仕
事
に
も
つ
か
ぬ
ま
ま
扶
養
義
務
を
負
う
身
体
障
害

の
子
供
を
一
人
で
も
か
か
え
て
い
る
婦
人
に
は
、
権
利
と
し
て
手
当
を

支
給
さ
九
る
道
が
ひ
ら
け
て
い
る
。

　
特
別
教
育
手
当
は
、
家
族
の
な
か
で
そ
の
子
供
が
何
番
目
で
あ
ろ
う

と
、
つ
ま
り
彼
が
家
族
手
当
を
も
ら
う
権
利
を
も
た
ぬ
場
合
に
も
支
給

き
れ
る
。

　
請
求
　
　
世
帯
の
責
任
老
か
ら
家
族
手
当
金
庫
に
提
出
し
た
書
類
が
、

承
認
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

■
１
手
当
の
誇
求
が
所
疋
の
印
刷
物
の
う
え
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ｌ
Ｉ
特
別
の
教
育
を
お
こ
た
う
事
業
所
ま
た
機
関
の
責
任
者
に
よ
る
証
明
書
。

一
七
二
　
（
一
七
二
）

　
　
医
師
の
診
断
書
。

１
－
杜
会
保
障
の
医
療
保
険
の
名
で
は
何
ら
の
供
与
も
受
げ
て
い
な
い
と
い
う

　
証
明
書
。

　
金
額
と
支
給
　
　
特
別
教
育
手
当
の
月
額
は
、
家
族
手
当
の
計
算
基

礎
と
な
っ
て
い
る
基
準
賃
金
の
五
〇
％
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
で

は
二
四
五
フ
ラ
ン
。
手
当
は
毎
月
満
期
ま
で
支
給
さ
れ
る
。

　
　
９
５
　
孤
児
に
た
い
す
る
手
当

　
孤
児
手
当
は
、
孤
児
と
片
親
に
扶
養
さ
れ
る
子
供
に
制
度
的
に
与
え

ら
れ
る
家
族
手
当
の
一
種
で
あ
る
。

　
孤
児
手
当
は
、
両
親
を
亡
く
し
た
子
供
、
ま
た
は
両
親
が
失
際
宣
言

判
決
の
対
象
と
な
っ
た
子
供
を
引
き
と
っ
て
い
る
人
、
も
し
く
は
そ
う

し
た
子
供
を
引
き
と
っ
て
い
る
夫
婦
、
父
ま
た
は
母
を
亡
く
し
た
か
、

ま
た
は
亡
く
し
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
子
供
の
扶
養
義
務
を
は
た
す
片

親
、
嫡
出
子
で
あ
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
な
い
子
供
を
扶
養
す
る
未
婚
の

母
親
に
た
い
し
て
、
家
族
手
当
金
庫
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
。

　
支
給
の
条
件
　
　
孤
児
手
当
は
、
一
九
七
三
年
四
月
一
日
以
降
、
あ

れ
こ
れ
の
条
件
は
っ
げ
ず
に
支
給
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
手
当
の

受
領
者
は
、
何
ら
か
の
職
業
上
の
仕
事
に
従
事
し
て
お
ら
ね
ぱ
な
ら
な

い
し
、
さ
も
な
け
れ
ぱ
労
働
の
不
能
を
証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
手
当

の
受
領
者
は
、
フ
ラ
ソ
ス
に
屠
住
し
、
す
く
な
く
と
も
前
記
の
要
求
さ



れ
る
条
件
を
み
た
し
て
い
る
子
供
を
扶
養
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
　
て
月
七
三
・
五
フ
ラ
ソ
と
な
っ
て
い
る
。

　
手
当
の
受
領
者
が
片
親
の
死
亡
な
い
し
失
除
の
結
果
と
し
て
子
供
の
　
　
　
　
９
６
　
佳
宅
手
当

父
親
も
し
く
は
母
親
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
未
婚
の
母
親
で
あ
る
場
合
、
　
　
い
づ
れ
も
家
族
手
当
金
庫
か
ら
支
給
さ
れ
る
二
種
類
の
住
宅
手
当
が

受
領
者
は
単
身
で
生
活
し
て
い
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
孤
児
の
親
が
再
婚
し
　
　
あ
る
。
一
っ
は
、
家
族
的
な
性
格
を
も
っ
も
の
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、

夫
婦
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
夫
婦
の
期
間
ま
た
は
内
縁
関
　
　
個
人
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

係
の
期
間
に
っ
い
て
は
孤
児
手
当
の
支
給
は
停
止
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
住
宅
手
当
の
支
給
を
う
げ
る
に
は
、
請
求
者
は
左
記
の
状
況
に
な
げ

　
支
給
の
仕
方
　
　
孤
児
手
当
は
、
諾
条
件
が
み
た
さ
れ
た
翌
月
の
第
　
　
れ
ぱ
な
ら
た
い
。
借
家
人
・
転
借
人
で
あ
る
か
、
住
宅
を
所
有
す
る
よ

一
目
目
か
ら
直
ち
に
支
給
さ
れ
る
。
孤
児
手
当
の
支
給
は
、
家
族
の
た
　
　
う
に
し
っ
っ
あ
る
こ
と
。
居
住
し
じ
っ
さ
い
に
住
居
を
占
有
し
て
い
る

か
で
そ
の
子
供
の
占
め
る
順
位
を
と
わ
ず
、
扶
養
す
べ
き
第
一
子
か
ら
　
　
こ
と
。
彼
が
借
家
人
・
転
借
人
で
あ
る
な
ら
ぱ
何
ら
か
の
家
賃
を
支
払

有
効
で
あ
る
。
手
当
は
、
孤
児
が
法
律
上
の
制
隈
年
齢
に
達
し
た
さ
い
　
　
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
も
し
住
宅
を
所
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

に
は
打
ち
切
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
学
業
を
終
了
し
て
い
る
場
合
　
　
あ
れ
ぱ
、
借
金
の
割
賦
返
済
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
。
住
宅
手
当
は
、

に
ー
は
十
六
歳
六
カ
月
ま
で
、
ま
た
は
未
職
老
と
し
て
登
録
し
て
い
れ
ぱ
　
　
無
償
で
借
家
を
占
有
し
て
い
る
老
に
－
は
支
給
さ
れ
な
い
し
、
か
り
に
家

十
七
歳
ま
で
。
見
習
工
で
あ
れ
ば
十
八
歳
ま
で
。
彼
が
学
業
を
継
続
し
　
　
賃
を
支
払
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
家
の
所
有
者
が
直
系
尊
属
な
い
し
直

て
い
る
か
、
身
体
障
害
者
で
あ
る
か
、
慢
性
的
た
病
気
で
あ
る
か
に
よ
　
　
系
卑
属
で
あ
る
賃
借
人
．
転
借
人
に
は
支
給
さ
れ
な
い
。

っ
て
、
労
働
不
能
で
あ
れ
ぱ
二
〇
歳
ま
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
益
者
　
　
家
族
的
な
性
格
を
も
つ
住
宅
手
当
は
、
以
下
の
者
に
支

　
孤
児
手
当
は
、
そ
れ
だ
け
単
独
で
支
給
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
他
の
家
　
　
給
さ
れ
る
。

族
手
当
と
合
算
も
さ
れ
う
る
。
そ
の
金
額
は
、
一
九
七
三
年
八
月
一
目
　
　
ｏ
ｏ
　
い
か
な
る
名
称
で
あ
れ
何
ら
か
の
家
族
手
当
を
受
け
て
い
る
老

以
降
、
両
親
の
な
い
孤
児
に
た
い
し
て
月
一
四
七
フ
ラ
ン
、
父
親
ま
た
　
　
　
（
家
族
手
当
、
賃
金
生
活
者
手
当
の
出
産
手
当
な
ど
）
。

は
母
親
の
な
い
孤
児
、
あ
る
い
は
同
様
の
状
況
に
あ
る
孤
児
に
た
い
し
　
　
似
　
扶
養
す
べ
き
子
供
が
あ
る
こ
と
（
十
六
歳
六
ヵ
月
以
下
の
子
供
、
も
し

　
　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
　
（
一
七
三
）
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求
職
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
れ
ぱ
十
七
歳
以
下
の
子
供
、
十
八
歳
以
下
の
見

習
工
）
。

側
　
六
五
歳
に
達
し
た
父
ま
た
は
母
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
い
、
同
居

さ
せ
て
い
る
者
。
就
労
不
能
の
場
合
は
六
〇
歳
。

↑
り
　
重
度
八
○
％
の
身
体
障
害
者
で
あ
る
親
族
（
父
、
母
、
姪
、
兄
弟
な

ど
）
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
。

　
個
人
的
な
性
格
を
も
っ
住
宅
手
当
は
、
左
記
の
者
に
支
給
さ
れ
る
。

○
〇
　
六
五
歳
の
年
齢
に
達
し
た
者
、
ま
た
は
就
労
不
能
の
さ
い
は
六
〇

歳
に
達
し
た
老
。
国
外
追
放
さ
れ
て
い
る
外
国
人
、
政
治
的
拘
禁
者
。

似
　
最
低
十
五
歳
以
上
の
年
齢
で
労
働
不
能
が
確
認
さ
れ
て
い
る
者
、

お
よ
び
職
業
再
教
育
を
う
げ
て
い
る
者
。

ゆ
　
二
五
歳
以
下
の
青
年
労
働
者
。

　
請
求
　
　
住
宅
手
当
の
請
求
は
、
申
請
者
に
記
載
用
紙
を
交
付
す
る

家
族
手
当
金
庫
、
ま
た
は
家
族
手
当
を
支
払
う
垣
常
的
な
機
関
に
提
出

さ
れ
ね
ぱ
た
ら
な
い
。

　
　
９
７
　
産
前
手
当

　
産
前
手
当
は
、
就
労
し
て
い
る
と
い
う
条
件
は
つ
げ
ず
に
全
て
の
婦

人
に
た
い
し
て
、
妊
娠
の
九
カ
月
問
に
わ
た
り
支
給
さ
れ
る
。
受
益
者

は
フ
ラ
ソ
ス
に
居
住
し
て
お
り
、
妊
娠
の
申
告
を
し
て
妊
娠
期
間
中
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
　
（
一
七
四
）

産
前
の
診
断
を
受
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
妊
娠
の
申
告
　
　
申
告
は
、
妊
娠
三
カ
月
ま
で
の
期
間
に
お
こ
な
わ

れ
ね
ぱ
な
ら
た
い
。
医
師
の
診
断
書
は
強
制
的
に
は
要
求
さ
れ
な
い
が
、

そ
の
故
に
申
告
は
、
妊
娠
の
状
態
が
疑
し
い
場
合
に
は
産
前
手
当
の
権

利
を
保
留
す
る
こ
と
を
、
未
来
の
母
親
に
た
い
し
て
許
容
し
て
い
る
。

婦
人
は
、
自
分
の
妊
娠
を
左
記
の
機
関
に
申
告
し
な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
。

彼
女
が
杜
会
保
険
の
加
入
者
で
あ
る
な
ら
ば
杜
会
保
障
金
庫
に
、
仕
事

を
も
っ
て
い
な
げ
れ
ば
良
人
の
所
属
す
る
杜
会
保
障
金
庫
、
も
し
く
は

同
棲
者
の
所
属
す
る
家
族
手
当
金
庫
に
、
夫
婦
お
よ
び
内
縁
関
係
老
で

ど
ち
ら
も
仕
事
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
良
人
も
し
く
は
内
縁
関

．
係
の
良
人
の
所
属
す
る
家
族
手
当
金
庫
に
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
妊
娠
の
申
告
が
な
さ
れ
て
、
産
前
の
診
断
を
受
け
る
よ
う
定
め
ら
れ

て
い
る
期
間
の
始
ま
る
時
点
は
、
医
学
的
に
確
か
に
妊
娠
の
徴
侯
が
あ

る
と
見
な
さ
れ
た
目
か
ら
で
あ
る
。

　
産
前
の
診
断
　
　
妊
娠
中
の
婦
人
は
、
左
記
の
条
件
で
も
っ
て
三
回

の
診
断
を
受
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
医
師
に
よ
る
第
一
回
診
断
は
妊
娠
三

カ
月
の
終
り
以
前
に
、
第
二
回
の
診
断
は
妊
娠
六
カ
月
の
過
程
で
、
第

三
回
の
診
断
は
妊
娠
八
カ
月
目
の
最
初
の
十
五
日
間
に
。



　
医
師
の
診
断
を
記
載
し
た
証
明
書
ま
た
は
用
紙
は
、
状
況
に
応
じ
て
　
　
れ
る
。

杜
会
保
障
金
庫
ま
た
は
家
族
手
当
金
庫
に
、
前
記
の
各
診
断
に
っ
き
規
　
　
ゆ
　
子
供
は
、
ベ
ル
ギ
ー
ま
た
は
フ
ラ
ソ
ス
の
国
境
住
民
の
子
供
、
フ

定
さ
れ
た
期
限
に
っ
づ
く
十
五
目
問
に
提
出
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
　
　
　
ラ
ソ
ス
の
国
境
地
方
に
居
住
す
る
母
親
が
隣
近
す
る
他
国
で
よ
ぎ
な
く

　
手
当
の
支
給
　
　
産
前
手
当
は
、
次
の
条
件
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
　
　
分
娩
し
た
子
供
は
別
だ
が
、
フ
ラ
ソ
ス
で
出
生
し
た
も
の
で
な
げ
れ
ぱ

診
断
後
に
遅
滞
な
く
三
回
に
わ
げ
て
支
給
さ
れ
る
。
第
一
回
の
診
断
後
　
　
な
ら
な
い
。

に
ニ
カ
月
分
、
第
二
回
の
診
断
後
に
四
カ
月
分
、
第
三
回
の
診
断
後
に
　
　
↑
り
　
子
供
は
フ
ラ
ン
ス
人
か
、
ま
た
は
生
後
三
カ
月
以
内
に
フ
ラ
ソ
ス

三
カ
月
分
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
籍
を
取
得
し
た
も
の
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
９
８
　
出
産
手
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
親
に
か
か
わ
る
条
件
　
　
左
記
の
母
親
に
か
か
わ
る
条
件
を
み
た

　
出
産
手
当
は
、
次
の
条
件
の
も
と
で
の
出
産
の
都
度
、
す
べ
て
の
婦
　
　
す
こ
と
を
求
め
た
法
律
案
が
、
最
近
に
可
決
さ
れ
た
。
第
一
子
の
出
産

人
に
支
給
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
に
つ
い
て
、
母
親
は
二
五
歳
未
満
で
結
婚
後
二
年
以
内
と
い
う
条
件

　
子
供
に
か
か
わ
る
条
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
み
た
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

○
り
　
子
供
は
生
き
て
出
生
し
た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
出
生
届
　
　
　
第
二
子
以
下
の
出
産
は
、
そ
の
前
の
出
産
か
ら
三
年
以
内
の
出
産
で

に
登
録
さ
れ
た
子
供
、
さ
も
た
げ
れ
ぱ
、
医
師
の
証
明
書
ま
た
は
分
娩
　
　
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
死
産
の
場
合
、
そ
れ
に
市
民
と
し
て
の
身
分
を

に
立
ち
会
っ
た
助
産
帰
に
よ
っ
て
生
き
て
出
生
し
た
と
申
告
さ
れ
た
子
　
　
認
め
ら
れ
た
（
そ
れ
は
妊
娠
七
ヵ
月
の
始
ま
り
か
ら
生
ず
る
）
子
供
の
死
産

供
は
、
生
き
て
出
生
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
証
明
書
は
、
出
産
の
翌
月
　
　
の
場
合
に
は
、
二
年
お
よ
び
三
年
の
期
間
は
こ
の
出
産
日
か
ら
計
算
が

中
ま
で
に
作
成
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
始
め
ら
れ
る
。

似
　
子
供
は
嫡
出
子
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
し
、
そ
の
子
が
私
生
子
で
　
　
　
金
額
と
支
給
　
　
出
産
手
当
の
金
額
は
一
、
二
四
七
フ
ラ
ソ
で
あ
る
。

あ
る
場
合
に
は
母
親
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
も
し
出
生
　
　
こ
の
手
当
は
、
元
気
で
生
ま
れ
た
子
供
が
あ
る
た
び
に
支
給
さ
れ
る

届
が
母
の
名
前
で
書
か
れ
る
場
合
に
は
、
母
方
の
血
統
関
係
が
確
認
さ
　
　
　
（
双
生
子
に
た
い
し
て
は
二
回
分
の
手
当
な
ど
）
。
　
出
産
手
当
は
、
　
二
回
に

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
　
（
一
七
五
）
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）

均
分
し
て
第
一
回
は
出
産
と
と
も
に
、
第
二
回
は
子
供
が
六
カ
月
児
に

た
っ
た
時
点
に
支
給
さ
れ
る
。

　
　
９
９
　
給
付
の
返
却

　
支
給
さ
れ
る
べ
き
で
次
い
諸
手
当
を
家
族
手
当
金
庫
か
ら
受
け
取
っ

て
い
る
家
族
は
、
金
庫
の
請
求
に
も
と
づ
き
超
過
受
取
り
分
を
返
却
し

な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
返
却
す
べ
き
手
当
　
　
諸
手
当
が
手
当
受
給
者
に
余
分
に
支
給
さ
れ

た
場
合
に
は
、
返
却
を
せ
ま
ら
れ
る
。
…
産
前
手
当
、
家
族
手
当
、
賃

金
生
活
者
手
当
、
孤
児
手
当
。
の
住
宅
手
当
。

　
返
却
の
方
法
　
　
指
示
さ
れ
た
諾
手
当
の
一
つ
が
、
善
意
の
手
当
受

給
者
に
当
該
金
庫
の
責
に
帰
す
べ
き
誤
ち
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
、
彼
が

そ
の
債
務
に
異
議
を
申
し
立
て
な
い
な
ら
ば
、
家
族
手
当
金
庫
は
、
以

下
の
よ
う
に
し
て
超
過
受
取
り
分
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
手
当
の
受
給
者
が
前
記
ｃ
ｏ
に
明
示
さ
れ
た
或
る
手
当
、
す
な
わ

ち
家
族
手
当
、
出
産
手
当
、
賃
金
生
活
者
手
当
、
孤
児
手
当
に
か
か
わ

っ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
家
賃
を
支
払
わ
な
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
支

給
さ
れ
た
の
住
宅
手
当
に
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
手
当
総
額
の

二
〇
劣
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

　
　
　
住
宅
手
当
の
過
抵
い
が
毎
年
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
　
（
一
七
六
）

れ
る
場
合
に
は
、
制
限
な
し
に
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
反
訴
請
求
　
　
も
し
家
族
手
当
金
庫
が
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
誤
り

を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
手
当
受
給
者
は
、
第
一
審
裁
判
所
の
許
可
に

さ
き
だ
っ
て
、
彼
の
蒙
む
っ
た
債
務
と
同
額
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
二
年
の
時
効
　
　
超
過
受
給
分
を
返
却
請
求
す
る
た
め
の
係
争
に
あ

た
っ
て
、
家
族
手
当
金
庫
は
、
時
効
を
手
当
受
給
者
に
支
給
し
た
日
か

ら
二
年
の
期
間
と
規
定
し
て
い
る
。
手
当
受
給
者
は
、
そ
れ
以
降
は
時

効
を
楯
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｘ
　
老
令
年
金

　
　
〇

　
一
１
０
．
老
令
年
金
制
度
の
調
整

　
一
九
三
〇
年
以
来
　
　
一
方
で
退
職
年
金
の
特
別
制
度
に
参
加
し
、

他
方
で
杜
会
保
障
の
一
般
的
制
度
に
最
低
五
年
間
参
加
し
て
き
た
人
は

誰
で
も
、
左
記
の
四
つ
の
条
件
の
も
と
で
、
特
別
制
度
の
退
職
年
金
と

合
算
し
て
一
般
的
制
度
の
老
令
年
金
の
支
給
を
受
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
○
〇
一
八
八
六
年
三
月
以
降
に
生
ま
れ
た
人
。
の
最
低
六
〇
歳
で
あ
る

こ
と
。
ゆ
連
続
ま
た
は
非
連
続
で
二
〇
の
四
半
期
問
、
杜
会
保
障
の
一

般
的
制
度
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
。
↑
ｏ
杜
会
保
障
の
一
般
的
制
度
に
お



げ
る
拠
出
金
支
払
い
期
間
と
、
特
別
制
度
に
お
け
る
一
九
三
〇
年
六
月
　
　
帯
基
金
の
手
当
を
受
げ
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。

一
目
以
降
の
有
効
期
間
と
合
計
し
て
、
養
老
保
険
に
十
五
年
加
入
し
て
　
　
　
　
０
１
　
老
令
年
金
の
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
。
当
事
者
は
六
〇
歳
以
後
に
こ
の
調
整
を
　
要
求
さ
れ
る
保
険
期
間
杜
会
保
障
の
老
令
年
金
を
受
げ
る
権
利

延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
取
得
に
は
、
保
険
加
入
者
は
、
連
続
ま
た
は
非
連
続
で
少
く
と
も
累

　
積
算
さ
れ
た
年
金
計
算
　
　
ま
ず
保
険
加
入
者
が
か
っ
て
ど
の
よ
う
　
　
計
六
〇
・
四
半
期
の
有
効
保
険
期
問
を
も
っ
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
、

な
権
利
を
も
つ
て
い
た
に
せ
よ
、
一
九
三
〇
年
六
月
一
目
以
来
加
入
し
　
　
拠
出
負
担
金
が
控
除
さ
れ
る
期
間
の
上
隈
は
・
一
五
〇
．
四
半
期
と
規

て
い
た
保
険
の
全
期
間
一
「
老
令
年
金
の
計
算
一
の
項
、
参
照
一
を
、
一
般
定
さ
れ
て
い
る
一
一
九
七
四
年
に
茜
四
・
四
半
期
一
・
綾
加
入
奈
六

鵯
度
の
も
と
で
経
過
し
を
の
と
し
て
計
算
す
る
。
こ
う
し
て
得
ら
○
・
四
半
期
問
の
拠
出
負
担
金
姦
立
て
て
い
な
い
場
合
で
も
・
保
険

れ
た
年
金
額
に
、
扶
養
す
べ
き
配
偶
者
、
子
供
な
ど
に
た
い
し
て
追
加
期
間
が
少
く
と
も
二
〇
・
四
半
期
に
相
当
す
る
さ
い
に
は
・
終
身
年
金

的
給
付
が
時
と
し
て
つ
け
加
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
受
げ
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
「
終
身
年
金
」
の
項
、
参
照
）
。

轟
の
権
利
杜
会
綾
加
入
者
一
一
八
八
六
年
一
一
月
以
後
に
生
ま
　
年
金
の
率
年
金
の
率
は
・
加
入
者
の
年
金
に
応
じ
て
請
求
の
日

れ
、
六
〇
歳
以
後
に
亡
く
な
つ
た
一
の
寡
婦
は
、
配
偶
者
の
加
入
の
仕
方
に
確
定
さ
れ
る
。
一
九
七
四
年
現
在
・
年
金
率
は
六
〇
歳
で
二
四
％

が
ど
う
で
あ
つ
た
に
せ
よ
、
特
別
制
度
に
よ
る
払
い
戻
し
年
金
を
、
杜
　
一
一
九
七
奉
に
は
二
妻
一
で
あ
る
二
一
の
率
は
・
加
入
蒙
職
業
上

会
保
障
制
度
に
よ
る
払
い
戻
し
年
金
に
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
　
の
仕
事
に
す
で
に
従
事
し
て
い
な
い
と
し
て
も
・
請
求
が
延
期
さ
れ
た

の
払
い
辰
し
年
金
は
、
配
偶
老
が
生
前
に
請
求
し
て
い
た
と
す
れ
ぼ
彼
　
　
一
・
四
半
期
ご
と
に
・
一
・
二
〇
岩
が
追
加
さ
れ
る
（
一
九
七
五
年
に
は

に
配
当
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
権
利
を
享
受
し
た
で
あ
　
丁
二
菱
一
。
つ
ま
り
六
義
で
四
会
・
六
六
歳
で
五
二
．
八
○
劣

ろ
う
前
記
計
算
に
よ
る
合
算
さ
れ
た
年
金
額
の
半
分
に
相
当
す
る
。
　
　
　
な
ど
と
な
る
・

　
国
民
連
帯
基
金
　
　
特
別
制
度
の
退
職
年
金
受
領
者
と
そ
の
配
偶
者
　
　
　
年
平
均
賃
金
　
　
年
金
の
金
額
は
、
一
九
四
八
年
一
月
以
降
に
経
過

は
、
も
し
彼
ら
の
所
得
が
一
定
の
隈
界
以
下
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
国
民
連
　
　
し
て
き
た
保
険
期
間
の
う
ち
、
負
担
金
が
拠
出
さ
れ
て
き
た
最
も
有
利

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
労
働
老
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
　
（
一
七
七
）



，
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な
賃
金
に
、
法
律
上
は
依
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
高
い
賃
金
を

記
録
し
て
い
る
十
年
が
抜
き
出
さ
れ
る
。
次
い
で
年
平
均
賃
金
を
算
出

す
る
の
に
、
そ
の
合
計
額
が
一
〇
で
除
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う

だ
と
し
て
も
、
加
入
者
が
こ
の
十
年
問
で
負
担
金
の
合
計
拠
出
期
間
が

四
〇
・
四
半
期
未
満
の
場
合
に
は
、
こ
の
賃
金
の
合
計
金
額
は
四
半
期

数
で
割
ら
れ
、
そ
の
結
果
が
四
倍
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
年
金
額
　
　
年
金
額
は
、
年
平
均
賃
金
に
加
入
者
の
年
齢
に
よ
っ
て

定
ま
っ
た
年
金
率
を
掛
け
合
わ
せ
て
算
出
さ
れ
る
。
年
金
額
は
、
保
険

加
入
者
が
比
例
年
金
に
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
四
半
期
の

数
が
一
九
七
四
年
に
つ
い
て
い
う
と
一
五
〇
以
下
の
場
合
に
は
、
負
担

金
を
拠
出
し
た
合
計
期
問
数
が
年
金
額
に
も
う
一
度
掛
け
合
わ
さ
れ
ね

ぱ
な
ら
た
い
。
た
と
え
ば
、
六
五
歳
の
労
働
者
が
計
二
二
五
・
四
半
期

の
負
担
金
拠
出
期
問
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
自

分
の
年
金
を
計
算
す
る
で
あ
ろ
う
。
年
平
均
賃
金
の
四
八
％
、
掛
げ
る

の
二
二
五
、
こ
れ
を
一
五
〇
で
割
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
０
２
　
自
分
の
個
人
別
計
算
簿
を
確
認
せ
よ

　
　
１

　
全
て
の
杜
会
保
険
加
入
者
は
、
自
分
の
仕
事
場
が
所
属
す
る
杜
会
保

障
地
方
金
庫
で
（
バ
リ
と
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
は
老
令
年
金
金
庫
で
）
、
一
連

の
雇
用
者
に
よ
っ
て
抵
込
ま
れ
た
分
担
拠
出
金
に
っ
い
て
個
人
別
計
算

一
七
八
　
（
一
七
八
）

簿
を
も
っ
て
い
る
。

　
そ
の
内
容
　
　
く
賃
金
拠
出
負
担
金
Ｖ
計
算
簿
は
、
次
の
こ
と
を
記

録
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
○
り
一
九
四
六
年
以
前
に
お
げ
る
拠
出
負
担
金
、
四
一
九
四
七
年
以
後

に
雇
用
者
に
よ
り
控
除
を
う
げ
た
拠
出
負
担
金
の
全
金
額
、
有
給
休
暇

基
金
な
ど
、
ゆ
く
Ｐ
・
Ａ
Ｖ
と
表
示
さ
れ
る
就
労
期
間
と
、
そ
れ
と
同

様
に
見
な
さ
れ
る
期
間
、
つ
ま
り
病
気
な
い
し
確
認
さ
れ
た
失
業
に
よ

る
仕
事
の
休
止
期
間
な
ど
。
　
労
働
者
は
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ｆ
（
白
巳
Ｓ
君
膏

庁
０
９
＜
冨
昌
彗
け
ｑ
霧
８
け
涼
”
饒
Ｏ
豪
ま
。
・
帆
Ｏ
旨
－
訣
Ｏ
・
８
サ
ー
０
９
｛
．
巴
－
◎
Ｓ
昌
◎
易

“
昌
旨
易
）
の
電
子
計
算
機
に
登
録
さ
れ
る
。
し
か
し
、
し
ぱ
し
ぱ
、
、
、

ス
に
よ
る
脱
落
が
あ
る
。

　
検
証
　
　
年
齢
は
ど
う
で
あ
れ
三
〇
年
加
入
し
て
い
れ
ば
、
杜
会
保

険
の
加
入
者
は
誰
で
も
、
自
分
の
拠
出
金
計
算
簿
の
明
細
書
を
送
付
す

る
よ
う
に
文
書
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
生
の
う
ち
何
回
も
こ

の
明
細
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
事
実
、
お
く
れ
ぱ
せ
の
訂

正
は
時
と
し
て
不
可
能
に
な
る
し
、
就
労
期
間
（
ま
た
は
そ
れ
と
同
様
に

見
な
さ
れ
る
期
間
）
が
訂
正
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
老
令
年
金
は
時
に
は

か
な
り
の
削
滅
が
な
さ
れ
る
。

　
訂
正
　
　
保
険
加
入
者
は
、
自
分
の
拠
出
負
担
金
ま
た
は
賃
金
に
か



ん
す
る
転
記
中
の
脱
落
に
つ
い
て
、
賃
金
支
払
伝
票
、
さ
も
な
く
ば
支

払
額
を
確
認
す
る
雇
用
者
の
賃
金
証
明
書
を
提
示
し
う
る
場
合
に
し
か
、

訂
正
を
請
求
し
え
な
い
。
賃
金
支
払
伝
票
ま
た
は
賃
金
伝
票
が
紛
失
し

て
い
れ
ぱ
、
拠
出
金
計
算
簿
は
訂
正
さ
れ
ず
、
当
事
者
は
、
雇
用
者
を

法
廷
に
訴
え
出
る
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
脱
落
が
就
労
期

周
お
よ
び
そ
れ
と
同
様
に
見
な
さ
れ
る
期
間
に
っ
い
て
あ
る
と
す
る
と
、

残
念
な
が
ら
し
ば
し
ぱ
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
が
、
保
険
加
入
者
は
、

医
療
費
の
計
算
書
、
失
業
カ
ー
ド
、
杜
会
保
障
第
一
金
庫
、
労
働
局
の

証
明
書
が
あ
れ
ぼ
提
示
せ
ね
ば
た
ら
な
い
。

　
　
３

　
　
０
　
老
令
午
金
の
受
給
年
令

　
　
－

　
選
択
の
自
由
　
　
杜
会
保
険
加
入
者
は
、
年
金
に
つ
い
て
請
求
の
時

期
を
自
由
に
選
択
す
る
（
下
表
を
参
照
せ
よ
）
。
し
か
し
、
請
求
の
時
期

は
、
六
〇
歳
以
前
に
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
時
期
の
選
択
に
あ
た
っ
て
保
険
加
入
者
は
、
自
分
の
健
康
、
有
効
な

四
半
期
の
数
、
定
年
前
退
職
な
ど
の
可
能
性
た
ど
を
考
慮
に
入
れ
ね
ぱ

た
ら
な
い
。
さ
ら
に
二
切
の
交
渉
に
さ
き
だ
ち
、
〈
拠
出
負
担
金
Ｖ
の

計
算
明
細
書
を
要
求
し
（
「
自
分
の
個
人
別
計
算
簿
を
確
認
せ
よ
」
の
項
、
参

照
）
、
必
要
た
計
算
を
す
る
こ
と
（
「
老
令
年
金
の
計
算
」
の
項
、
参
照
）
。

　
さ
ら
に
遺
族
た
る
配
偶
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
保
険
加
入
者
の
被

　
　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）

カとこるすにうよの下以
は
い
た
し
な
ま
あ
望合場なうよの下以が態状のたなあ

よせ求請を金年で歳
６
０

よせ求請を金年に由理を能不労就

よせ
・
期延を求請のたなあに後以歳

６
５

よせ求請に頃歳
６
５

よせ求請で歳
６
５

拠
，
あ
る
あ
い
の
　
近
累
５
０

て
労
　
で
う
ら
で
て
限
　
に
に
ｏ

鶉
難
鑑
灘

た
金
た
た
，
う
な
，
い
間
な
賃
１
４
半
の

あ
出
ま
あ
り
よ
あ
り
な
期
あ
い
計
四
他

扶
養
者
で
あ
っ
た
場

合
、
い
か
な
る
計
算

上
の
見
す
ご
し
も
あ

っ
て
は
な
ら
な
い

（
「
払
い
戻
し
年
金
－
寡

婦
の
権
利
」
の
項
、
参

照
）
。
　
　
４

　
　
０
　
終
身
年
金

　
　
－

　
年
金
権
利
者
と
呼

ば
れ
る
受
益
者
の
死

亡
ま
で
に
限
っ
て
支

給
さ
れ
る
年
金
を
、

終
身
年
金
と
称
し
て

い
る
。
こ
の
年
金
は
、

削
減
さ
れ
て
又
は
削

減
さ
れ
な
い
で
、
生

　
　
き
残
っ
た
配
偶
者
に
し
ぱ
し
ば
移
さ
れ
得
る
。

　
　
　
終
身
年
金
は
、
回
個
人
が
不
動
産
、
動
産
、
用
益
権
と
引
き
替
え
に
、

　
　
岬
公
的
機
関
ま
た
は
私
的
機
関
（
養
老
国
民
金
庫
ま
た
は
保
険
会
杜
な
ど
）

（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
　
（
一
七
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

と
の
間
の
契
約
に
も
と
づ
い
て
支
払
わ
れ
る
。

　
終
身
年
金
を
つ
け
た
売
渡
し
財
産
　
　
建
物
ま
た
は
土
地
は
、
終
身

年
金
の
支
払
い
に
充
当
す
る
と
い
う
条
件
で
売
却
さ
れ
う
る
。
売
却
は
、

完
全
な
所
有
権
に
つ
い
て
、
ま
た
は
売
却
者
が
用
益
権
（
生
涯
占
有
す
る

権
利
）
を
留
保
し
て
い
る
用
益
権
な
き
所
有
権
に
っ
い
て
な
さ
れ
る
。

　
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
用
益
権
の
価
値
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
用
益

権
者
の
年
齢
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
。
二
〇
歳
未
満
で
は
完
全
所
有
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
一
〇
分
の
七
、
二
〇
歳

０
０
５
２
１
７
７
２
５
９
３

０
１
７
８
３
０
５
３
２
１
１

〇
一
－
一
３
．
６
一
３
一
２
一
－
一
－
一
－
一
－
一
－
一

８
　
　
り
＾
　
１

１金年
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

身終
に
に
に
に
に
に
に
に
に
に

た
日
目
日
目
日
目
目
日
目
目

れ
３
１
３
１
３
１
３
１
３
１
３
１
３
１
３
１
３
１
３
１

さ
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

定
８
８
１
２
１
２
１
２
１
２
１
２
１
２
１
２
１
２

設
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

こ
０
４
５
８
１
８
３
５
８
１

｝
４
４
４
４
５
５
６
６
６
７

前
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
１
９
”
１
９

以
～
～
～
～
一
～
～
～
～
～

日
目
目
日
目
日
目
日
目
日
目

１
■
　
　
１
■
　
　
１
１
・
　
１
↓
　
　
１
－
－
　
１
■
　
　
１
１
■
　
１
－
・
　
１
■
　
　
１
１
・
　
１
１
．

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

８
８
９
９
１
１
１
１
１
１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

４
４
０
４
６
９
２
９
４
６
９

１
１
４
４
４
４
５
５
６
６
６

９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９

１
１
・
　
１
１
・
　
１
１
・
　
１
↓
　
１
■
■
　
　
１
■
　
　
１
■
　
　
１
■
　
　
１
１
■
　
１
■
　
　
１
■

か
ら
三
〇
歳
未
満
で
は
一

〇
分
の
六
、
三
〇
歳
か
ら

四
〇
歳
未
満
で
は
一
〇
分
一

の
五
、
四
〇
歳
か
ら
五
〇

歳
未
満
で
は
一
〇
分
の
四
、

五
〇
歳
か
ら
六
〇
歳
未
満

で
は
一
〇
分
の
三
、
六
〇

歳
か
ら
七
〇
歳
未
満
で
は

一
〇
分
の
二
、
七
〇
歳
以

上
で
は
一
〇
分
の
一
。

　
終
身
年
金
は
、
自
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
　
（
一
八
○
）

生
活
費
に
照
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
貨
幣
価
値
の
換
算
　
　
所
定
の
期
目
以
前
に
設
定
さ
れ
、
物
価
指
数

に
よ
っ
て
増
額
さ
れ
な
い
終
身
年
金
に
適
用
さ
れ
る
追
加
額
の
公
式
係

数
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
ぎ
れ
て
い
る
。
同
様
に
物
価
指
数
に
よ
っ

て
追
加
さ
れ
る
終
身
年
金
も
、
，
上
表
の
係
数
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
率
の

積
算
結
果
を
下
廻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
０
５
　
払
い
戻
し
年
金
　
　
コ
婦
の
権
利

　
　
－

　
寡
婦
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
条
件
　
　
杜
会
保
険
加
入
者

の
寡
婦
は
、
彼
女
の
名
義
で
老
令
年
金
を
受
げ
と
っ
て
い
な
い
場
合
、

少
く
と
も
五
五
歳
で
、
良
人
の
死
亡
前
十
ニ
カ
月
問
の
彼
ら
の
個
人
所

得
が
、
良
人
の
死
亡
し
た
年
の
一
月
一
目
に
有
効
で
あ
っ
た
最
低
賃
金

の
二
、
○
八
○
倍
を
こ
え
ぬ
時
に
は
（
最
低
賃
金
は
一
九
七
四
年
一
月
一

目
で
一
一
、
二
九
四
フ
ラ
ソ
）
、
亡
く
な
っ
た
良
人
の
権
利
に
も
と
づ
き
杜

会
保
障
か
ら
払
い
戻
し
年
金
を
受
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
も
し
故
人
が
一
九
七
一
年
三
月
以
前
に
死
亡
し
た
の
で
あ

れ
ぱ
、
所
得
は
、
年
金
請
求
の
な
さ
れ
た
目
で
も
っ
て
評
価
さ
れ
る
。

　
さ
も
な
け
れ
ぱ
寡
婦
が
、
六
〇
歳
未
満
で
も
重
度
六
六
・
六
六
％
以

上
の
身
体
障
害
者
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
寡
婦
身
体
障
害

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

■



　
故
人
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
べ
き
条
件
　
　
杜
会
保
険
加
入
者
が
、
　
　
　
　
０
６
　
国
民
連
帯
基
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

六
〇
歳
の
誕
生
目
以
後
に
死
亡
し
た
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
彼
は
、
　
　
支
給
の
方
法

杜
会
保
険
の
老
令
年
金
も
し
く
は
終
身
年
金
に
登
録
さ
れ
、
そ
の
い
ず
　
　
ｏ
ｏ
　
国
民
連
帯
基
金
に
よ
る
追
加
手
当
は
、
六
五
歳
以
上
（
も
し
く
は
最

れ
か
を
受
け
と
る
権
利
を
も
っ
て
お
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
も
し
彼
が
六
　
　
低
六
〇
歳
の
就
労
不
能
者
）
で
老
令
年
金
、
退
職
年
金
の
受
給
資
格
を
も

○
歳
以
前
で
死
亡
し
た
の
で
あ
れ
ほ
、
実
質
上
少
く
と
も
累
計
十
五
年
　
　
つ
者
、
年
齢
六
〇
歳
未
満
の
杜
会
保
障
に
よ
る
廃
疾
年
金
の
受
給
資
格

以
上
は
保
険
に
加
入
し
て
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
も
つ
者
に
た
い
し
て
、
追
加
の
名
目
で
支
給
さ
れ
る
。

　
結
婚
は
、
す
く
な
く
と
も
保
険
加
入
者
へ
老
令
年
金
も
し
く
は
終
身
　
　
　
満
た
さ
れ
る
べ
き
条
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
回
フ
ラ
ン
ス
人
で

年
金
が
支
給
さ
れ
る
二
年
前
、
も
し
く
は
死
亡
し
た
目
よ
り
四
年
前
で
　
　
あ
る
か
フ
ラ
ン
ス
と
協
定
を
結
ん
だ
国
の
所
属
民
で
あ
る
こ
と
・
旧
フ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ス
本
国
の
領
土
に
居
住
す
る
こ
と
、
ｏ
こ
の
追
加
手
当
を
含
め
て
・

　
講
求
と
金
額
　
　
時
効
に
よ
る
権
利
の
喪
失
は
な
い
が
、
故
人
が
死
　
　
単
身
老
に
っ
い
て
は
年
六
、
四
〇
〇
フ
ラ
ン
、
夫
婦
に
っ
い
て
は
年
一

亡
し
た
日
か
ら
年
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
五
五
歳
　
　
○
、
四
〇
〇
フ
ラ
ン
を
こ
え
る
所
得
に
な
ら
次
い
こ
と
。

に
達
し
た
寡
婦
が
、
亡
く
な
っ
た
配
偶
者
が
属
し
て
い
た
杜
会
保
険
機
　
　
　
問
題
と
さ
れ
る
所
得
は
、
現
在
進
行
中
の
四
半
期
に
先
立
っ
三
カ
月

関
に
、
一
年
以
内
に
請
求
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
所
得
で
あ
り
、
つ
ま
り
右
の
数
値
の
四
分
の
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
・

　
一
般
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
払
い
涙
し
さ
れ
る
年
金
は
、
故
人
に
支
　
　
の
　
国
民
連
帯
基
金
は
、
杜
会
的
扶
助
と
名
づ
け
ら
れ
た
手
当
を
う
け

給
さ
れ
た
か
、
支
給
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
基
本
的
な
年
金
の
全
額
、
　
　
る
人
に
杜
会
扶
助
法
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
。

も
し
く
は
終
身
年
金
の
半
額
で
あ
り
、
一
年
に
二
、
四
五
〇
フ
ラ
ン
を
　
　
　
所
得
は
、
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
年
五
、
三
〇
〇
フ
ラ
ソ
、
就
労

下
廻
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
所
得
が
一
年
に
っ
き
六
、
四
〇
〇
　
　
　
・
不
就
労
を
と
わ
ず
重
度
身
体
障
害
者
に
っ
い
て
は
六
、
四
〇
〇
フ
ラ

フ
ラ
ン
以
下
で
あ
れ
ぱ
、
寡
婦
は
、
講
求
に
よ
っ
て
国
民
連
帯
基
金
の
　
　
ン
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
，

手
当
を
う
け
る
権
利
を
も
ち
う
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
額
と
請
求
　
　
追
加
手
当
の
年
額
は
、
所
得
の
上
限
を
こ
え
な
い

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
労
働
老
と
そ
の
家
族
の
権
利
（
三
）
　
（
戸
木
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
（
一
八
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
一
号
）

一
八
二
　
（
一
八
二
）

金年職退加追金年令老るよに障保会杜較比

つ
働
つ

か
労
あ

た
金
で

わ
賃
者

払
の
働

支
て
労

く
べ
金

全
す
賃

を
，
の

金
も
て

担
に
つ

負
合
か
に

出
場
と
者

拠
た
者
た

スソラフ

吠
払
支
者
を
働
金
労
担
金
負
賃
出
全
拠
の者益受

金年し候
し
り

払
あ
と
性
金
能
年
可
職
の
退
算
の
累

人
の
個
と候狐

と金
年
算
人
累
個
的一
分

画
部
計
の
年
金

７
４
年

１
９
し利権の者偶配たれさ残

労
性
（
能
算
可
累
の
の
）

金
ど
年
な
職
員
退
職
加
部
追
幹
の
，

職
ま
く
給

で
始
多
支

歳
に
も
に

６
５
き
最
問

は
と
も
の

て
た
て
歳

し
め
し
６
０

と
や
い
と

準
を
た
歳

基
事
に
５
０

な
仕
婦
，
る

的
た
寡
合
ま

激
鯖
洲
↓
紬
細
沸

みの金年令老てしと度制

場
受
た
か

い
で
し
歳

な
）
く
５
５

い
歳
た
は

て
６
０
を
金

け
は
者
年

続
た
偶
し

を
ま
配
戻

事
（
。
い

仕
歳
る
払

が
６
５
ま
の
る

者
も
始
へ
ま

事
に
。
が
婦
始

当
合
給
寡
ら

権特のて
、

し
つに給受

令年給受

定
て
協
つ
の
よ

間
に
の
庫
と
金
者
。
営
る
経
ま
と
き
合
て
組
つ
働
よ
る

労
に
異

るしてれらめ定てつよに令政額の金担分出拠

よ
企
に
と
会
庫
員
金
委
。
る

政
る
あ

行
い
で

の
て
々

庫
れ
様

金
ら
て

金
め
じ

年
定
応

職
て
に

退
つ
業

加
ら
険
め
保
定
会
で
杜
律
の
法
て
は
べ
て

す
し
の
い
ス
た
る

ソ
に
い

ラ
者
て

フ
入
れ

額の金年

定
会
協
員
の
委

間
理
の
管

と
た
者
れ
営
ら
経
く
と
っ
合
て
組
つ
働
よ
労
に委政行庫金民国老養の障保

会
会
杜
員関機理管

受
益
老
に
た
い
し
て
は
二
、
七
五
〇
フ
ラ
ソ
の
追
加
と
な
る
。
も
し
右

の
所
得
上
限
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
追
加
手
当
は
、
全
額
ま
た
超
過
額

が
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
配
偶
者
が
二
人
と
も
追
加
手
当
を
う
け
る
権
利

を
も
っ
夫
婦
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
追
加
手
当
は
確
認
さ
れ
た
超

過
額
の
半
分
づ
つ
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
。

　
請
求
は
、
市
役
所
ま
た
は
杜
会
保
障
金
庫
に
お
こ
た
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

こ
の
機
関
が
結
果
を
記
載
し
た
用
紙
を
交
付
す
る
。
追
加
手
当

は
、
当
事
者
が
そ
れ
を
請
求
し
た
場
合
に
し
か
支
給
さ
れ
な
い
し
、
ま

た
回
復
さ
れ
な
い
。

相
続
人
へ
の
権
利
回
復
　
　
国
民
連
帯
基
金
の
支
払
延
滞
は
、

そ
れ

が
少
く
と
も
五
、
○
○
○
フ
ラ
ソ
に
相
当
す
る
場
合
に
は
相
続
人
に
権

利
回
復
さ
れ
る
。

７０１

老
令
年
金
と
迫
加
退
職
年
金
一
覧
（
上
表
．
参
照
）

　
追
加
退
職
年
金
は
、
私
的
金
庫
に
よ
っ
て
杜
会
保
障
の
年
齢
に
加
算

し
て
支
給
さ
れ
る
特
権
で
あ
る
。
こ
の
特
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
で
累

算
さ
れ
る
。

（
終
）




